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◎西山 則夫  ○野口 佳子  鈴木 豊司  野崎 隆太 

福井 輝夫   辻 孝記   黒木騎代春  工村 一三 
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担 当 書 記   山口 徹  
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議案第１号 平成 29 年度伊勢市一般会計予算 中、総務政策分科会関

係分 
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審査の経過ならびに概要 

午前９時58分、西山会長が開議を宣告し、会議成立宣言の後、会議録署名者に鈴木委

員、野崎委員を指名。「議案第１号伊勢市一般会計予算」中、総務政策分科会関係分を議

題とし、審査の進め方は、会長に一任することを諮り決定の後、一般会計の歳入から審査

に入り、付託案件すべての審査終了後、「議案第１号」に対して１名の委員から反対の討

論があったが、賛成多数で原案通り可決すべしと決定、会長報告文の作成については、正

副会長に一任することで決定し、午後４時23分に分科会を閉会した。 

なお、詳細は以下のとおりである。 

 

開議 午前９時58分 

 

◎西山則夫会長 

 ただいまから予算特別委員会の総務政策分科会を開会いたします。 

 出席者は全員でありますので、会議は成立いたしております。 

 会議録署名者２名は、会長において鈴木委員、野崎委員の御両名を指名いたします。 

 審査の進め方につきましては、会長に御一任をいただきたいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎西山則夫会長 

 御異議なしと認めます。そのように取り計らいをさせていただきます。 

 最初に、予算審査の進め方につきまして御説明をさせていただきます。 

 当分科会の審査日程につきましては、本日と３月14日を予定しております。 

 審査につきましては、議案第１号の歳出から審査を行います。 

 次に、委員間の自由討議につきましては、審査の中で討議すべき事項があれば委員から

申し出をいただき、それを皆様にお諮りいたしまして行いたいと思います。 

 また、当分科会関係分の審査終了後に、皆様に自由討議の実施についてお諮りをしたい

と思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎西山則夫会長 

 御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 審査前に、私のほうから皆様にお願いを申し上げます。 

 審査に当たりましては、平成29年度の予算に対する質疑にとどめていただき、起立の上、

発言をしていただくようお願いいたします。また、数字のみを確認する質疑、要望事項、

他の委員の質疑と重複する質疑は避けていただき、関連質疑がある場合は重複を避け、要

領よくお願いいたします。なお、質疑は一問一答方式で行い、簡潔にお願いいたします。 

 続いて、当局説明員の皆様に申し上げます。当局の説明員におかれましては、発言の際、

挙手の上、大きな声ではっきりとみずからの職名を告げていただきますようお願いいたし

ます。また、委員の質疑の要旨を的確に把握され、答弁につきましても要領よく簡潔に願

いまして、審査の進行に御協力いただきますようお願いいたします。 
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 いずれにいたしましても、効率よく進めたいと思いますので、委員並びに当局の皆様方

の格別の御協力を重ねてお願い申し上げます。 

 それでは、「議案第１号平成29年度伊勢市一般会計予算」中、当分科会関係分を審査願

うことといたします。 

 それでは、歳出から審査に入ります。 

 予算書の44ページをお開きください。 

 款１議会費の審査に入ります。 

 議会費につきましては、款一括で御審査を願います。 

 

【款１議会費】 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款１議会費の審査を終わります。 

 次に、46ページをお開きください。 

 款２総務費の審査に入ります。 

 総務費については、項１総務管理費、項２徴税費は目単位で、その他の項は項単位での

審査をお願いいたします。なお、総務費のうち当分科会関係分から除かれるのは、項１総

務管理費、目23交通対策費であります。 

 それでは、項１総務管理費、目１一般管理費について御審査をお願いいたします。 

 

【款２総務費】《項１総務管理費》（目１一般管理費） 

 

◎西山則夫会長 

 発言はございませんか。 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 ２点ほどお伺いしたいと思います。 

 まず、全体的なことにかかわることなんですけれども、来年度予算をどのような考えで

組まれたかということに関連する点でお伺いします。 

 昨年暮れに地方財政審議会が、今後目指すべき地方財政の姿と平成29年度の地方財政へ

の対応について、意見という形で考え方を発表されております。これ、要は最近の地方自

治体における基金の増加などを理由にした、地方財源を国の立場から言うと縮小させよう

とする財務省の議論、あるいは政策効果を、トップランナー方式とかいろいろあると思い

ますけれども、地方財源に反映させる仕組みづくりを求める財政諮問会議の民間委員の意

見など、いささか私たちとしては乱暴とも言えるような意見が出ている中で、今回、地方

財政審議会の意見は、地方自治体の立場の現実を踏まえた、実情に理解を示す内容となっ

ていると思います。 

 その中身は、地方は国と異なって金融、経済、税制等の広範な権限を有していない、地
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方は小さな町村も含め1,788のそれぞれ実情の異なる自治体の集合体であり、国と対比し

得る単一の財政主体ではないと単純比較を批判した上で、また政策の効果評価についても、

日本列島の多様な気候風土や地理的、歴史的特性などを背景に、住民生活や地域の活動に

は大きな差異がある、それゆえ、必要とされる住民のニーズや課題も地域的に異なるとこ

ろに特徴がある、地方自治体は、それぞれ地域の実情に適切に対応しようと創意工夫を重

ねている、そうした取り組みに対する効果を国が一義的に判断することが地方自治法の規

定にそぐわないのは明らかだと、こう釘を刺しております。 

 このような見解については、伊勢市としてはどのように受けとめて今回の予算に反映さ

れているかという点でお考えを伺いたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 情報戦略局参事。 

 

●鳥堂情報戦略局参事 

 ただいまの黒木委員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 平たく言いますと、おっしゃっていただいたとおりかなというところでございます。29

年度につきましても、市長のほうから予算の提案説明の際にも申し上げております。今や

るべきことをやれる範囲の中で対応させていただいた。特に、ちょっと総務費という観点

でございますのであれですけれども、必要なものを必要な部分で用意させていただいてお

る中で、国のほうの進め方によりまして、今までですと補助金としていただけた部分とか

も、配分の関係ではございますけれども少なくなっておる部分もございます。そういった

際に、少しでも有利な財源確保に努めながらそれぞれの事業を確実に進めていけるように、

そういった観点で編成をさせていただいたところでございます。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 わかりました。 

 次に、この見解の中では給与関係経費に関連して、地方公務員の数はピーク時の平成６

年度の328万人と比較して大幅な減となっている、一方、地方自治体は、住民に身近な存

在として、地域の実情に基づく社会保障等の対人サービスを担っている、これらのサービ

スを適切に提供するためには一定のマンパワーの確保が重要である、今後、少子高齢化へ

の対応や社会的に支援が必要な人々へのきめ細かな対応がますます求められることを考え

ると、これまでと同じように地方公務員の数を減らすことは限界に来ている、トップラン

ナー方式についても、業務改善の努力をして行政コストを下げればその分地方財源が減少

するということになれば、むしろ業務改革へのインセンティブが阻害されることは当審議

会が繰り返し指摘したとおりであると。国の制度の中でも業務遂行はやむを得ない面は理

解できるが、こういうマイナス面も意識して、国に対して伊勢市としても今後、事に当た
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る、対応することが必要ではないかと思いますけれども、その辺についても教えてくださ

い。 

 

◎西山則夫会長 

 総務部参事。 

 

●西山総務部参事 

 人員のことに関する御質問かと思います。 

 委員仰せのとおり、人員の削減、それと限界に来ているという認識は、集中改革プラン

以降人員の削減にずっと努めてまいって、それで平成25年に定員管理計画も終了した。そ

のときの検証を御報告させていただいた際にも申し上げました。時間外等々、改革にも限

界が来ている。そのような中で権限移譲等もふえてきている。いよいよ削減にも限界が来

たのかなというふうな中で、必要な業務量、当然ですけれども民間委託、それから臨時嘱

託職員の活用も含めた上でではございますけれども、そのような中でも必要な業務をして

まいるために必要な人員の確保、これについてはしていかなければならない、そういうふ

うなスタンスで取り組んでおります。以上です。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 ありがとうございました。 

 それでは、行財政改革推進費に関連してもう１点お伺いします。 

 言うまでもないことですけれども、行財政改革は市民ニーズに対応した質の高いサービ

スの提供が目標とされているんだと思います、もともと。その意味で、伊勢市に設置され

ている市民の声を寄せるような投書箱とか、あるいは寄せられている市民の声を見て、こ

の間の伊勢市の行財政改革の取り組みが進んでいると感じる市民の割合や、あるいは効果

的、効率的に市政が運営されていると感じる市民の割合、これについてはどの程度の割合

というふうに受けとめているのか、その辺についてを教えてください。 

 

◎西山則夫会長 

 情報調査室長。 

 

●浦井情報調査室長 

 行革のことで御質問いただいたというふうに思っております。市民の方の評価というの

はなかなかとりにくいところでございますけれども、新市になりましてからこれまで、第

一次行革を18年度から４年間、第二次行革を22年度から４年間、それぞれ取り組んでまい

りました。第一次の行革のところでは財政効果として市の計算では35億2,000万、第二次

行革では30億8,000万の財政効果があったというふうに分析をしております。 
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 今、行革指針というものを設けまして現在、次の取り組みを進めておるわけですけれど

も、来年度につきましてはその取り組み指針の最終年度となりますので、そちらの取り組

みを進めまして年度末には総括したいと思っておりますし、それから、並行いたしまして

行財政改革を途切れることなく進めていくことが必要だということで、30年度からの次期

の行革についてのどんなふうな取り組みを進めていくかという準備を来年度は並行して行

っていきたいというふうに考えております。以上です。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 わかりました。御努力はわかるんですけれども、何かやっぱり客観的に推しはかるよう

な指標に基づいて市民の評価というものの受けとめというのが要るんやないかと。どのよ

うな効果があるか明らかにして、市民の意見をよく聞くべきではないか。そうでないとひ

とりよがりの行財政改革になってしまうおそれがあるんじゃないかと思いますので、これ

からやられるそういう業務の中で、そういったことも何か妙案というか、あるのかないの

かということを含めて考えていただく必要があるんではないかと思いますが、どうでしょ

うか。 

 

◎西山則夫会長 

 情報調査室長。 

 

●浦井情報調査室長 

 行革の取り組みにつきましては、市の一方的なことにならないようにということで、今、

外部委員の皆様に行革推進委員の選任をいただいております。そこで御意見をいただきな

がら進めておりますし、それから市民アンケート等もとっておりまして、それは一つ一つ

の業務についての市民の皆様のお考えであったりとかも聞かせていただいておりますので、

その辺もきちんとニーズ等を把握しながら、これからの取り組みを進めていきたいという

ふうに考えております。以上です。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 わかりました。外部委員の方の意見を聞いているということなんですけど、それは選ば

れた人で、それなりの知見はあるということは認めますけれども、やはり直接ダイレクト

にこの取り込むような工夫もぜひとも考えていくべきではないかと思います。 

 もう１点お願いしたいんですが、この間、民間にできることは民間に委ねるということ

を基本として、これは私の考えですけれども、何でもかんでも民間委託という流れはさま
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ざまな不安と懸念事項がありますし、市民からもそういった声を私は聞いております。国

の骨太方針2015においても、専門性は高いが定型的な業務について、大胆な外部委託を強

調しつつも適正な外部委託でなければならないと言わざるを得ないということは、やはり

適正ではないというケースもあるということも念頭に置いているんではないかなと思うわ

けです。この辺についても考えを教えてください。 

 

◎西山則夫会長 

 情報調査室長。 

 

●浦井情報調査室長 

 第一次行革、第二次行革については、委員の仰せのとおりというか、削減を中心とした

取り組みというふうにやってきたように評価をしております。ただ、これについては一定

の成果を上げることができたというふうに分析をしております。 

 現在の行革指針を定める際には、これまでの視点を引き継ぎながら、社会環境の変化、

人口減少も進んでおりますし人口構造の変化も進んでおりますので、そういった社会環境

の変化等に柔軟に対応できる市役所を目指すことが今必要ではないかということで、質的

な改革に取り組む必要があるというふうな考え方に立ちまして、行財政改革を進める上で

の道しるべというふうな位置づけで指針を策定しておりまして、今、計画を進めておりま

して、計画年度そのものについても設けずに、これからの行革の道しるべというふうな位

置づけでやっております。 

 ただ、次期の行革につきましては、今の指針に基づいて取り組みを進めていくのか、あ

るいは指針を改定するなり全く見直してやるというふうないろんな方法をこれからとらな

あかんところもあると思っておりますけれども、そういった部分もいろいろ考えながら、

いずれにいたしましても行財政改革に着実に取り組むということを念頭に置きながら、次

期の取り組みを検討していきたいというふうに考えております。以上です。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 わかりました。 

 最後にしますけれども、その点で私、特に懸念するのは、この間も機会あるごとに議論

はさせてもらってきましたけれども、戸籍や住民基本台帳などは社会保障の大もとであっ

たり権利の証明に関する重要な職務です。届け出の受理、不受理など、それぞれの法令の

趣旨に沿った専門的知識、経験を要する判断の塊のような事務だと思います。こうした事

務は専門的な職員によってこそ担え得るものですし、外部委託について、先ほど紹介した

骨太方針でも「進んでいない」という文言で指摘されているわけなんです。やっぱり、進

んでいないのにはそれなりの理由があるというふうに思います。今後については事前に利

用者の声は十分聞くことも求めてやっていってほしいと思うんですが、それについても改
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めてお伺いします。 

 

◎西山則夫会長 

 情報調査室長。 

 

●浦井情報調査室長 

 今、民間委託の部分に触れていただいたというふうに思っておりますが、今、戸籍の窓

口業務を27年１月から委託いたしまして、１年、２年とたってきましたので検証も行って

おります。ただ、この中で、先ほどおっしゃっていただきましたように、委託年数が経過

してまいりますと職員の異動もありますので、知識の継承というものをきちんと捉えてい

かなあかんという部分につきましては我々もきちんと認識をしながら、何が何でも民間委

託だというふうに思っておりません。 

 それから、民間委託するに至りましても、受け皿となる委託先があるのかということも

ございますし、それから業務量もまとまったものが出せてスケールメリットを図れるのか

という部分もはからなあかんと思っております。そういった部分は見ながらも、市民の皆

様のほうに御迷惑がかえってかかったり、あるいは市としてのこれからやっていかなあか

ん部分についての責任性をなくしていくことがあってはいけませんので、そういった部分

をきちんと認識しながら、これからの取り組みを進めていきたいというふうに思っており

ます。以上です。 

 

◎西山則夫会長 

 他に御発言ございませんか。 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 ただいま黒木委員のほうからいろいろと質疑があったんですが、私も行財政改革推進事

業の中でお聞かせをいただきたいというふうに思います。 

 予算額なんですが、41万8,000円ということで前年度と同じような額になっておるんで

す。まず、その中身について教えていただきたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 情報調査室長。 

 

●浦井情報調査室長 

 こちらのほうでは、行革推進委員会の経費が18万5,000円となっておりまして、そのほ

かは行革についての知識を得るための旅費というふうなものが大きなものとなっておりま

す。以上です。 
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◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 わかりました。 

 現在取り組んでいただいております行財政改革といいますのは、先ほども話がありまし

たんですが、行財政改革指針によって今進められております。この指針につきましては、

量的な削減にはもう限界があるとした上で、持続可能な自治体であり続けるために行財政

改革の道しるべということで策定をされたということは先ほど説明がございました。その

指針の取り組み項目の中で公共施設のマネジメントの部分があるわけでございますが、こ

れにつきましてはせんだっての協議会で議論させていただきましたので、これから当局の

お手並みを拝見するということでさせていただきたいと思うんです。 

 本日、項目の中で施設使用料の見直しという部分がございます。この項目につきまして

は、当初、平成26年に見直し指針を策定して27年には条例の改正手続と市民周知、それか

ら28年には見直し条例の施行をしたいというようなことでございました。現在までにその

指針そのものが策定に至っていないというような状況であろうかと思うんですが、その辺

の状況を教えてください。 

 

◎西山則夫会長 

 企画調整課長。 

 

●辻企画調整課長 

 施設使用料の見直しということで、私のほうから御答弁申し上げます。 

 先ほど御紹介をいただきましたように、これは合併調整項目の一つでもございまして、

先ほどおっしゃられたような形で事務を進めておりました。当初は消費税の見直し、改定

というタイミングも合わせてということで進めておったところが、それが先送りになった

ということがございまして、ちょっと進捗が遅くなりました。それとあわせて、先ほど御

紹介もいただいたような公共施設マネジメントの話の中で今後施設がどのように整理をさ

れていくのかというふうなことも、マネジメントの計画が近々策定されていくという中で

そのあたりも整合性をとったものにしていくということから、現在はちょっとその作業は

中断しておるような状況でございます。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 ありがとうございます。先ほど合併の話も出ましたんですが、本件につきましては、昨

年の２月に総務政策委員協議会で合併の検証の報告があったんですが、その中でも触れて

もらっております。市町村合併の調整方針が、当分の間は現行どおりとすると。ただし、
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同一あるいは類似の施設については、新市発足後可能な限りやっていくんやというような

調整内容であったかと思います。調整方針の当分の間というのは何年間ということで認識

をされておるんでしょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 企画調整課長。 

 

●辻企画調整課長 

 当時の解釈ですと、10年ということで認識しておるところでございます。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 当分の間とは10年ということで私のほうの認識は同じなんですが、その10年も過ぎて、

またそれ以上、12年近くなってくるんです。今そんな状況でございまして、次の質問でそ

ういうことを聞かせてもらおうかなと思ったら先にお答えいただいたんで、結構かと思い

ます。 

 ただ、昨年２月の報告のときに課長さんが言われたように、消費税の動向も見据えて見

直し作業を進めていくんやということを聞かせてもらっておりました。重ねてになるかわ

かりませんけれども、そのおくれている要因、その辺をもう一度お聞かせいただければと

いうふうに思います。 

 

◎西山則夫会長 

 企画調整課長。 

 

●辻企画調整課長 

 先ほども申し上げましたように、消費税の状況もちょっと見えてまいりましたけれども、

前回の総務政策委員協議会の中で御報告申し上げましたのは、公共施設マネジメントで今

後、いろんな種別の施設の方向性が見出されてくるということから、それに合わせた形で

整理をしてまいりたいというふうに考えております。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 わかりました。やっぱり公共施設のマネジメントそのものがネックになってくるんかな、

全てそうなんですよね。 

 それで、現在進めてもらっております行財政改革指針につきましては、先ほども話があ
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りましたんですが、本年、平成29年が最終年度というようなことになってこようかと思い

ます。ただ、先ほど若干説明があったんですが、30年度以降の取り組みというものが私に

は見えてこなかったんです。並行して準備をしていく、進めていくんやということでお話

がございましたんですが、具体的にどんな作業をして次の行革に対応していくのか、その

辺のお考えがあればお示しをいただきたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 情報調査室長。 

 

●浦井情報調査室長 

 次期の行革につきましては、先ほどと繰り返しになってしまうかわかりませんけれども、

現在の行財政改革指針につきましては年度を設けていないということになっております。

ですので、その指針に基づいてやるというふうな取り組み項目を設定するというのも一つ

の方法ですし、指針を改定して取り組むというのも一つの方法ですし、全く見直しをする

というのも一つの方法です。こういった方法はいろいろ考えるわけですけれども、すみま

せんが、現段階におきましてはどの方向でいくというふうなところまではお答えできませ

ん。そういった部分も全て協議しながら、次期の方針につきまして来年度つくり上げてい

きたいというふうに思っております。以上です。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 できましたらトップのほうの方にお答えをいただきたいんですけれども、平成26年度か

ら行ってまいりました行政改革指針に基づいて行革を進めてきてもらっておるんですが、

私は余り進展がなかったのかなというふうに思っております。 

 先ほども話があったんですが、18年度から始まりました第一次行革、それから第二次行

財政改革につきましては、８年間で66億円の財政的な効果があったということで示されて

おります。また一方、今、市議会におきましては議員の定数削減の方向でいろいろ議論を

されておりますし、三重県におきましても、大変厳しい財政難から職員の給与まで手をつ

けるような状況であるというようなことも伺っております。そのような状況も踏まえまし

て、まだ終わっていない平成26年から始まりました行財政改革指針の取り組みについて、

どのような感想をお持ちなのか、お聞かせを願いたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 情報戦略局長。 

 

●中川情報戦略局長 

 鈴木委員言われましたように、第一次、第二次行革につきましては定員管理計画という
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ことで、人員削減による経費的な数字というのが大きく影響しております。26年度からに

つきましては、一旦それが終わったということで、気づきということで、さまざまな取り

組みによって業務の見直し、対峙していこうやということでございます。ただ、先ほどお

っしゃられたように、県のほうでも厳しい財政の中で人件費まで手をかけているというよ

うな状況も見られます。 

 先ほど室長が申し上げましたように、次回の30年度からの改革につきましては、全く見

直すというようなことも一つの考えとしてはございます。そういった中で、この４年間に

ついての数字的なものについては、第一次、第二次行革とは比較ということでは難しゅう

ございますが、次へつなげていきたいと考えております。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 ありがとうございます。 

 最後に、行革のあり方について私の意見だけ聞いてほしいと思うんですが、伊勢市にお

きましては、これからも病院の建設であったり小中学校の統合、さらには公共施設の維持、

更新ということで多額の財政負担が控えている中で、私はいま一度、本当に初心に返って、

新たな発想のもとで行財政改革を進めていくべきだというふうに思っておりますので、こ

れから準備を進めていただくということでございますが、そういうように十分考えていた

だいて取り組んでいただきたい、そんなふうに思っております。どうぞよろしくお願いい

たします。以上です。 

 

◎西山則夫会長 

 他に御発言ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、目１一般管理費の審査を終わります。 

 次に、目２秘書管理費について御審査を願います。 

 

（目２秘書管理費）発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、目２秘書管理費の審査を終わります。 

 次に、目３人事管理費について御審査を願います。 

 人事管理費は、46ページから49ページまでです。 

 

（目３人事管理費） 
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◎西山則夫会長 

 御発言はありませんか。 

 福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

 この中の労務管理一般経費というところで少しお伺いしたいと思います。 

 最近、テレビとか新聞紙上でもよく騒がれておるんですけれども、職場のハラスメント

という部分についてどのような対応になっておるのかという部分について、どういうよう

な対応をしていくのかというようなことについてもお聞きしたいと思います。 

 厚生労働省なんかでも職場のパワーハラスメントという部分について着目もしておりま

して、平成24年３月には職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言というよう

なこともしております。要するに職場のいじめ、嫌がらせ、そういう部分についても対応

しようということでございます。実例なんかはよく新聞紙上で出ていますけれども、他市

なんかで一般職場におけるセクハラ、パワハラ、モラハラ、マタハラ、いろんな問題がご

ざいます。そういう問題のある中で、先日、一番すごく、かなり厳しい処分があったなと

いう部分については、他市の消防の中で２人が懲戒免職になったというようなこともござ

います。そういうことが伊勢市の中で非常に起こってはならないことだと思いますので、

またそれの対策については力を入れていかなくてはならないのではないかと思います。 

 こういう問題は、受けた本人は非常に感じておるんですけれども、それをしたと思われ

る人はそう感じていない、そういうような問題もございますので、やっぱりシビアな問題

ではないかと思います。そういう中で、全体的な対応の中でこれについての相談窓口とい

うんですか、そういう分についてはどのような状態になっておるのか、ちょっとお聞かせ

願いたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 総務部参事。 

 

●西山総務部参事 

 ハラスメント全体という御質問でございますけれども、現在のところ、セクシャルハラ

スメントに関しては、規則、要綱等において相談体制、窓口体制をとっておる状況でござ

います。相談窓口、各フロアであったりとか各所属ごとに窓口責任者であったりとか相談

員、そういったものを設置しております。 

 ただ、近年、セクシャルハラスメントのみならず、いわゆるハラスメント全体について

非常に危惧されている状況でございます。そういった厚労省の提言も受けまして、この４

月以降、４月からなんですけれども、いわゆるハラスメント全体における相談体制であっ

たりとか規則、要綱、それから懲戒の基準等々についても見直しを図っていきたいという

ふうに考えております。以上です。 
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◎西山則夫会長 

 福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

 ありがとうございます。いろいろなもので相談体制について考えていただいておるとい

うことでございます。 

 職場にもいろいろございます。組合のある職場もあれば組合のない職場とか、いろいろ

ございます。そして嘱託の方であるとかパートの方とか、いろんな方も伊勢市の中では働

いていただいています。そういう方の中でどのようなそういう部分についての対応は何か

ございますでしょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 総務部参事。 

 

●西山総務部参事 

 私どもといたしましては、いろんな職種、職場がありますし、それは臨時嘱託であった

り組合があろう、なかろうというふうなこともございますけれども、基本的にはハラスメ

ントを防止するという考え方はどこも共通でございます。全員がちゃんと相談を受けられ

るような体制をきちんと整えてまいりたいというふうに考えております。 

 

◎西山則夫会長 

 福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

 ありがとうございます。いろんな職場に対応することでやっていただきたいと思います。 

 その中で、やはりそういうのを浸透させるためには、その職場の中の上司の方へのいろ

んな指導、そういう部分について、こういう場合はこんなんだというふうなことも徹底し

ていく必要があろうかと思います。そういう上司の方への指導なんかについてはどのよう

になっておるんでしょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 総務部参事。 

 

●西山総務部参事 

 この問題は非常に難しい問題だと思っております。特に所属長のマネジメントというふ

うなところが非常に大切かというふうに思っております。 

 今年度も、ハラスメントについては、いわゆる管理職にハラスメント全体の考え方につ

いての研修を行っているところです。また、委員御紹介いただきましたが、厚労省の提言

の中にも具体的なこういったものが例えばパワーハラスメントについても例示をされてい
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るところですし、場合によっては裁判の例とかそういったものも紹介されております。そ

ういった事例とかを随時、職員管理の担当といたしましても情報提供してまいりたい、研

修は継続的に行ってまいりたいというふうに考えております。以上です。 

 

◎西山則夫会長 

 福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

 ありがとうございます。そういう部分について研修なり、いろんな部分での窓口、それ

を充実していただきたいと思います。職場でのハラスメント、そういう部分をしない、さ

せない、そういうことをしっかりと指導していただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

 

◎西山則夫会長 

 他に御発言ございませんか。 

 野崎委員。 

 

○野崎隆太委員 

 この項の労務管理の経費のことでちょっとお聞かせをいただきたいと思います。 

 29年度のあくまでも予算ということで、29年度の予算の執行に当たっての考え方という

ことでお聞かせをいただければ結構なんですけれども、今年度、国のほうからプレミアム

フライデーという言葉が示されて、全国で一時的に取り組みがあって、賛否はあるものの

いろんなところで取り組みがされているような話は恐らく御存じかと思います。３時に帰

るのがいいかとかそういう話をしたいのじゃなくて、伊勢市としてプレミアムフライデー、

今のところどういうふうに考えているかとか、その方針とかそういったことを余り耳にし

たことがありませんので、29年度予算執行に当たって金曜日の後ろの余暇の使い方とか、

そのあたりはどのように考えているのかを少しお聞かせください。 

 

◎西山則夫会長 

 総務部参事。 

 

●西山総務部参事 

 委員御紹介いただきましたプレミアムフライデーの取り組みにつきましては、全国的に

注目を浴びたものでございます。もともとは消費マインドの向上と、それから個々の余暇

の過ごし方の推奨といいますか、そういったことから始まっております。働き方改革と連

動して進めるものというふうな考え方でございます。私どもといたしましても、次世代の

育成に関する特定事業主の計画であったりとか女性活躍の推進であったりとか、そういっ

た観点でワーク・ライフ・バランスの部分におきましても休暇の取得であったりとか、そ

ういった部分を計画的によりよくとるということを推奨している立場でございます。 
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 こういったことから、特にプレミアムフライデーというふうなものに限るものではござ

いませんけれども、一つの契機として、そういった計画的な休暇の取得等々につきまして

推進をしてまいりたいというふうに考えております。以上です。 

 

◎西山則夫会長 

 野崎委員。 

 

○野崎隆太委員 

 ありがとうございます。今の御答弁を聞かせていただいたところ、目的というのも当然

十二分に御理解をいただいて、こういったプレミアムフライデーというのは、単に金曜日

帰りましょうという話じゃなくて、消費喚起とかそういったところから最終的に例えば少

子化対策であるとか地域おこしとか、そういったものにつなげたいというのは十分理解を

いただいているのかなと思って、そういう意味では大変今安心をしたんです。 

 29年度のあくまでも執行に当たり考え方を教えていただきたいんですけれども、今例え

ばノー残業デーというのが水曜日、木曜日と連続で続いていたりするかと思うんです。例

えば金曜日に取得するのは、その後、週末が３日間続きますので、早いこと帰って消費喚

起とか、さっき言ったワーク・ライフ・バランスを向上させようという話ですので、例え

ば水、木を木、金に変えてみたりとか、そういったような新しい発想で、今の３時に帰る

とかそういったことはちょっと現実的に地方では僕、難しいかなと思っているんですけれ

ども、そういったできる中で、伊勢市が現状やっている中で、先ほど有給の話もありまし

たけど、金曜日への有給休暇の取得を積極的に進めるとか、それで３連休をつくろうとか、

そういったことも含めて、今実際に伊勢市がやっているものの中で進めていくようなこと

も一つの取り組みとしては、考え方としてはありなんじゃないかなと思うんですけれども、

そのあたり、少し研究をもしされていたり、これからの研究の考え方とかありましたらお

聞かせください。 

 

◎西山則夫会長 

 総務部参事。 

 

●西山総務部参事 

 例えば、御紹介いただきましたノー残業デーの設定であったりとか１日当たりの時間外

数であったりとか、そういったことにも取り組んでおりますし、金曜日といいますと、確

かに土曜日、日曜日と連休になる職員も結構おる、基本的にはそうなるというふうな中で、

休暇の促進という契機の一つとしては捉えやすいのかなというふうに考えております。今

年度も、たしか２月の月末からプレミアムフライデーということで最初の取り組みがなさ

れたところですけれども、事前に各所属に対しては、特に時間とかそういうふうなことで

はないんですけれども、こういった取り組みに賛同する職員がいるならば積極的に休める

環境を整備していきましょうというふうな通知も出させていただいております。個々具体

的に何をどういうふうにするかというのはこれからもまだ研究させていただきますけれど
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も、いずれにしましても、市民サービスの低下にはもちろんつながらないような形で、職

員の休暇の取得であったりとか、そういったことについてはワーク・ライフ・バランス、

また職員の健康管理の面からも進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。 

 

◎西山則夫会長 

 他に発言ございませんか。 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 職員採用試験事業に関連しましてお聞かせをいただきたいと思います。 

 まず初めに、職員数の状況でございますが、平成28年４月１日現在、一般職員が867人、

それから病院職員が357人、消防職員が200人の計1,424人、そして嘱託職員が596人、臨時

職員が308人というようなことでお聞かせをいただいています。この数字が平成29年４月

１日現在ではどんな状況になるのか、まずお示しください。 

 

◎西山則夫会長 

 総務部参事。 

 

●西山総務部参事 

 現在のところ、総数といたしましては若干、また人事異動の関係とかそういったものが

ございますけれども、採用に関しましては14名というふうなところになっております。29

年４月１日現在の数字につきましては、退職補充プラスアルファというふうなことで御理

解いただきたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 14人の採用と言われますと、市全体ではないですよね。どの部分を指して言われている

んですか。 

 

◎西山則夫会長 

 総務部参事。 

 

●西山総務部参事 

 失礼いたしました。市全体では57名でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 
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○鈴木豊司委員 

 全体の数字はわからないということなんですが、その中で土木技術職員は28年、29年と

比較いたしましてどんなような状況になるのか、教えていただけないでしょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 総務部参事。 

 

●西山総務部参事 

 土木技術員につきましては平成28年４月１日現在で69名となっております。ここにつき

ましては退職補充という考え方で、29年４月１日も同数という見込みでございます。 

 以上です。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 なぜこんなことをお聞かせ願うかといいますと、土木の技術の継承といいますか、その

辺はちょっと心配をさせてもらっております。確認をさせていただくんですが、69人で変

わらずということでございましたけれども、平成29年４月の土木技術職の採用は２名であ

ったかと思います。退職につきましては７名程度やめられるんじゃないかというふうに思

っておるんですが、また違っておりましたら御指摘もいただければと思います。残った職

員をどうのこうの言うんやなくて、今回、優秀な土木の技術を持った職員がたくさんやめ

られますよね。これ、以前にもお尋ねしたと思うんですが、28年度の採用の実態を踏まえ

ながら、これからの行政を進めていく中でそういう部分で支障が出てこないのかどうなの

か、その辺若干心配もいたしておりますので、その点だけお聞かせ願えればと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 総務部参事。 

 

●西山総務部参事 

 まず、28年の退職と29年からの新規採用ということですけれども、定年退職４名に対し

て採用が４名ということになっております。 

 それから、かねがね御指摘をいただいておりますいわゆる技術の伝承でございますけれ

ども、今のところ、今回の４名の退職につきましても新規採用で若い職員が入ってくるわ

けではございます。まだまだ現状の中で技術の伝承はできていくものと考えております。

ただ、仰せのとおり、絶え間なく技術はずっと伝承していかなければならない、場合によ

っては民間の事業者さんの指導的立場にもなっていかなければならない、そういったスキ

ルが求められております。そもそもそういった土木技術のスキルアップのための研修であ

ったりとか、場合によっては職員間同士の任意の研究会とか、そういったものも立ち上げ
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て努力をされているというふうに聞いております。そういった質の向上とあわせて、人員

の確保についても考えてまいりたいというふうに考えております。以上です。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 ありがとうございます。ただいま参事さんがおっしゃってもらいましたように、まだま

だ優秀な職員はたくさんお見えになりますので、若い職員はどんどんと育成といいますか、

そういう面も重きを置いていただいて取り組んでいただきたいなと、そんなふうに思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

◎西山則夫会長 

 他に発言ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、目３人事管理費の審査を終わります。 

 次に、目４人材育成推進費について審査を願います。 

 

（目４人材育成推進費）発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、目４人材育成推進費の審査を終わります。 

 次に、目５広報広聴費について御審査を願います。 

 

（目５広報広聴費） 

 

◎西山則夫会長 

 御発言ありませんか。 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 たびたびすみません。広報いせにつきまして、月２回発行いただきまして、１日号は36

ページ程度、15日号につきましても20ページ程度ということで、しっかりと充実した内容

になっていると認識をさせてもらっておるんですが、反面、若干読みづらい面もあるのか

なというふうに思っております。また、昨年12月に市民アンケートをとっていただいたん

ですが、市の情報につきましては広報いせから得ていただいている方が圧倒的に多いとい

う結果であったかというふうに思います。ただ、伊勢市全体から見たときにどのくらいの

人に読んでいただいているのかなという部分につきましては、若干疑問を持つわけでござ
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います。 

 一方、ケーブルテレビにつきましても、行政チャンネルでもって特集番組であったりお

知らせ番組、さらには市議会の放送というようなことで大変な御努力をいただいておるん

ですが、これにつきましても視聴率はいかほどなのか、その部分でも気がかりとなってま

いります。 

 そこで今回、（２）番のＣＡＴＶ広報いせ放送事業の予算額なんですが、昨年度の２倍、

3,568万9,000円となっておるんです。何か新しい事業でも手がけていただけるかどうなの

か、新たな情報提供の仕組みでもつくっていただくのかどうなのか、その辺、内容につき

ましてお聞かせを願えればと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 広報広聴課長。 

 

●川端広報広聴課長 

 鈴木委員の御質問にお答えをさせていただきたいというふうに思います。 

 ケーブルテレビ事業の予算額が大分ふえておるという部分でございますけれども、この

部分に関しましては、行政放送の地上デジタル化に伴いまして平成22年４月からハイビジ

ョン化がコミュニティチャンネルで始まっておりました。実際に行政放送につきましては

ハイビジョン化の部分がおくれておりまして、スタンダードディフィニションという従来

のアナログ相当の画質のままという状況になっております。まさしく今の議会放送、それ

から行政放送をごらんいただく中でも、若干画質が荒いという部分もございまして、この

部分を解消するということで、今回ハイビジョン化の予算措置を盛り込ませていただいて

おります。1,700万円程度ハイビジョン化の部分で盛り込みをさせていただきました。 

 この盛り込んだ理由と申しますのは、今回、庁舎管理の庁舎改修の部分もございまして、

議会の設備の中でもハイビジョン化を考えていただいておるという部分もございますし、

今後、機器の改修という部分、修理というところも考えていきますと、もうハイビジョン

化の流れはとめられないのかなというところで、予算の盛り込みをさせていただいており

ます。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 ありがとうございます。よく理解をさせていただきました。 

 放送事業そのもののグレードアップという部分につきましては結構なことかと思うんで

すが、この投資効果といいますか、その部分をこれから十分意識していただいて、視聴率

を上げていくような努力をしていただきたいなと、そんなふうに思っておりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 
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◎西山則夫会長 

 他に御発言ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎西山則夫会長 

 御発言もないようでありますので、目５広報広聴費を終わります。 

 次に、目６情報化推進費について御審査を願います。 

 情報化推進費は、48ページから51ページにかけてです。 

 

（目６情報化推進費） 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 御発言もないようでありますので、目６情報化推進費の審査を終わります。 

 次に、目７電算事務管理費について御審査を願います。 

 

（目７電算事務管理費） 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 御発言もないようでありますので、目７電算事務管理費の審査を終わります。 

 次に、目８企画費について御審査を願います。 

 

（目８企画費） 

 

◎西山則夫会長 

 御発言はありませんか。 

 世古口委員。 

 

○世古口新吾委員 

 この項で、企画推進事業の中事業、出会い・結婚支援事業についてお伺いしたいと思い

ます。この関係につきましては、昨年に比べまして350万ほど予算が増加しております。

その件についていろいろとお聞きしたいと思います。 

 非常に今、国・県の財政が厳しい状況である中、伊勢市においても決して例外ではない

と思っております。そんな中におきまして、継続事業の拡充、そしてまた時代にマッチし

た新規事業の推進などが非常に大切であると思います。当局の御苦労に対しまして敬意を

表しておきたい、このように思います。 

 最近、見ますと、私の身近なところとか、あるいはまた地域におきまして独身者が非常

に多く目につきますし、また晩婚者も多く目につきます。そしてまた、結婚していても日

常生活、あるいはまた子育てにお金がかかるということで、共稼ぎがふえているようにも

思います。その中で、子供の少子化に拍車をかけ、それが必然的に人口減少につながって

いる現象が全国的に広がって、今、国の大きな将来的課題になっているんではないんかな、



－22－ 

 

そしてまた、いろんな施策が行われております。当市も、人口減少を歯どめするためさま

ざまな施策が計画されておりますが、これだという決定打はなかなか見つけにくいんでは

なかろうか、このように担当者も苦労しておるんではなかろうか、このように思います。 

 そこで、平成27年から実施されました出会い・結婚支援事業について、事業推進のため

にいろいろな施策を考え、日々努力されておると思いますが、事業推進について、今日ま

での経過について概略をお聞かせ願いたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課副参事。 

 

●鈴木市民交流課副参事 

 ただいまの世古口委員の御質問でございますが、平成27年10月にいせ出会い支援センタ

ーを設置いたしました。目的としましては、出会い、結婚を求める皆さんへの情報提供で

あったりとか相談を受ける、またセミナーを開催するというふうなことを中心的に行って

おります。１年半ぐらいが経過をしたわけでございますが、年間にしますと3,000件近く

の方に御利用いただいておるというふうな状況でございます。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 世古口委員。 

 

○世古口新吾委員 

 年間3,000人ぐらいに利用されておるということで、非常にその数は多いように思うわ

けでございますが、もっと宣伝をすることによってさらにまたふえていくんではないんか

な、このように思います。 

 そうした中で、今までカップルについて何組ぐらい成立したのか、これについては、い

ろいろ目に見えて表に出てくる数字とそうでない数字があろうかと思いますが、何組ぐら

いのカップルが今までに成立したのか、その辺についても資料がありましたらお聞かせ願

いたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課副参事。 

 

●鈴木市民交流課副参事 

 今の御質問でございますが、カップルというか、結婚にまで結びついたというふうなと

ころは把握をとてもしづらい部分がございまして、なかなか、このセンターがあるから、

それからいろんなイベントを紹介しているからというふうなところでの結婚、それだけで

つながるものではないというふうに考えておりますので、そこのセンターが主催しており

ますイベント、年２回ほど開催しておりますが、そのイベントでは、１回のイベントで10

組ほどのカップルができているというふうな状況でございます。その方たちのその後の動
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向というのはまたお電話とかメールとかで確認させていただくというふうなことも始めて

おりますが、そういった中で、昨年の２月に行いましたイベントでカップルになった方が

結婚に至るというふうなことを御報告に来ていただいたという方がありますので、御紹介

させていただきます。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 世古口委員。 

 

○世古口新吾委員 

 そして、また今後、将来この施策をさらにさらに大きくしていくということで、企業と

の連携、そういったものについても考えられているそうでございますが、企業対応とかそ

ういったことについて現在どこまで進んでおるのか、また将来どこまで拡充していくのか、

その辺についてもわかっておる範囲でお願いしたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課副参事。 

 

●鈴木市民交流課副参事 

 このセンターにつきまして、まだまだ認知というか、必要な方のところに情報を届けて

いくというふうな努力をしていかないといけないというふうに思っております。 

 件数はふえてきてはおりますが、未婚の方が多く働いているというふうな現状を見まし

て、世古口委員おっしゃっていただいたように、29年度につきましては企業の事業所さん

に御協力を求めて、もう少し広めていくというふうなことに力を入れていきたいというふ

うに思っております。これからしていくことですのでまだまだ何かを進めているというこ

とではないんですが、いろんな企業に進めていくにつきましては、難しい問題というか配

慮しなければならない問題も多々ありますので、そちらのほうも含めながら進めていきた

いというふうに考えております。以上です。 

 

◎西山則夫会長 

 世古口委員。 

 

 

○世古口新吾委員 

 いろいろ、この問題についてはすぐに目に見えて効果が出てこないというのも十分わか

って聞いておるわけでございますが、非常にこの種の問題については国家的な、将来的な

大きな施策でもあろうと思いますので、伊勢の地においても、担当課長、大変ですが、し

っかりと一組でも二組でも輪を広げていただいて、また企業においても十分今後対応して

いただいて、この事業が発展するような方向で努力していただきたいと思います。 

 これで終わります。 
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◎西山則夫会長 

 他に発言はございませんか。 

 工村委員。 

 

○工村一三委員 

 私も、この中で１件、確認を込めてお聞かせ願いたいと思います。 

 （１）の総合計画推進事業、昨年度、一昨年度に比べますと１桁多い予算が盛られてお

ります。この中で、説明資料を見せていただきますと、合併後11年、12年ということで、

第１次、第２次の総合計画を今まで進めていただいておりましたけれども、新市建設計画

を含めた形で今度、第３次の総合計画を見直すというお考えを示されております。２月15

日の協議会のところでいろいろ御意見もありました。重なる項目もあると思いますけれど

も、ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

 この中で少し気になりましたのが、第３次総合計画の策定時に基本構想自体も見直すと

いう考え方が示されております。合併後、新市になりまして第１次、第２次の総合計画で

今まで進めてきました。それも基本構想をもとに進めてきましたわけですけれども、この

基本構想を変えるという決断をされた、その辺も含めて少し確認をお願いしたいと思いま

す。 

 

◎西山則夫会長 

 企画調整課長。 

 

●辻企画調整課長 

 ただいまの総合計画の御質問にお答え申し上げます。 

 御紹介をいただきましたように、基本構想につきましては新市建設計画のまちづくりの

基本理念、そちらを踏襲してこれまでつくって、それを基本構想としてまいりました。こ

れまで何回か、総合計画審議会という外部の有識者の皆さんにも進行管理であったり策定

であったりいろいろと御関与いただいたわけなんですけれども、直近の総合計画審議会の

中でも、この理念はいいものだということなんですけれども、年もたって社会情勢も変わ

ってきたというふうなことも踏まえて、見直しをというふうな御意見をいただいておりま

す。また、「美し風起つ回帰新生都市」というふうなフレーズが基本構想に使われており

ますけれども、中身を見ていくとしっかりとそういう理念的なものは書かれておるんです

けれども、ちょっとわかりにくいといった御意見もいただいたりしておりまして、そうい

った経過を踏まえまして、今回見直しをさせていただきたいと思っているところでござい

ます。 

 

◎西山則夫会長 

 工村委員。 
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○工村一三委員 

 ありがとうございます。基本的には今までの基本構想自体をそんなに変えないという考

え方でよろしいんでしょうか。あるいは全くゼロベースから考えていくというふうに思っ

ておられるのか、その辺お聞きしたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 企画調整課長。 

 

●辻企画調整課長 

 これまでずっと踏襲してまいりましたので、理念的なものはやっぱり皆さん、これから

つくっていくに当たってもそのあたりは御認識をいただきながら、そういうことも踏まえ

た上でいろいろとこれから御意見を伺って策定してまいりたいと考えております。 

 

◎西山則夫会長 

 工村委員。 

 

○工村一三委員 

 ありがとうございます。わかりました。新たな出発という考え方で考えていただくとい

う気がいたしております。 

 それで、その中で住民の参加の体制なんですけれども、特に変わったところでいきます

と、ワークショップが変わっております。アンケートの対象者から公募するということで、

住民参加をお願いすると。この辺につきまして少し御説明をお願いしたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 企画調整課長。 

 

●辻企画調整課長 

 ただいま御紹介をいただきましたように、まずアンケートを実施させていただきたいと

考えております。アンケートに御協力をいただいた方に今後ワークショップも実施したい

のでというふうな御案内をさせていただいて、そうした方の中から御賛同といいますか御

協力いただける方についてはワークショップのほうにも御参加をいただきたい。あるいは、

そういった方以外にもいろんな団体さんとかもございますので、基本的にアンケートの方

の御協力はそういうふうな方向で進めながら、いろんな関係団体の方なんかにも御意見を

伺うような場を設けていきたいと考えております。 

 

◎西山則夫会長 

 工村委員。 
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○工村一三委員 

 ワークショップ、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 全体的にこれ、今回基本構想を変えるということで、住民の皆さんの参画というか体制

について今までと変わったというふうなことがございましたら、御紹介願いたいと思いま

す。 

 

◎西山則夫会長 

 企画調整課長。 

 

●辻企画調整課長 

 現在の２次の総合計画について申し上げますと、これについてはどちらかといいますと

行政主導で計画を策定させていただきましたので、今回は市民の皆様方あるいは関係者の

皆さんの御意見を伺いながら策定を進めてまいりたいと考えております。 

 

◎西山則夫会長 

 工村委員。 

 

○工村一三委員 

 ありがとうございます。 

 合併して10年以上たちましたので、旧市町村との壁はほとんど埋まってきたかなという

ふうな気もいたします。しかし、なかなかそうは言いましても、昔、合併した年に生まれ

た子が成人になってやっと合併したなというふうな気も受けるような合併のときの印象で

した。ですから、住民の意見を非常に取り入れて、ぜひ基本構想並びに総合計画をつくっ

ていただきたいというふうに思います。 

 その中で、最後にしますけれど、市民の意見を取り入れて基本構想をつくる、あるいは

第３次の総合計画をつくっていく上において、策定スケジュールを平成30年４月にもう決

定して公表するということになってきますと、非常に日程的にタイトになっているものだ

というふうに思います。この辺、住民参加型でつくっていくという考え方の中で、今後の

詳細なスケジュールというのはどういうふうな形で、これ、３月、もう１年しかございま

せんので、その間に重要な伊勢市の課題を決める計画を進めていくのかというのが具体化

されていないような気がしますので、その辺がもしまだされていないというんでしたら早

急に出していただきたいというふうに思いますが、その辺について最後にお聞きしたいと

思います。 

 

◎西山則夫会長 

 企画調整課長。 

 

●辻企画調整課長 

 現時点でのスケジュール案ということでございますけれども、先ほどから御質問いただ
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いておりますアンケート調査の方法、新年度に入りましたら早々に手続を進めさせていた

だきまして、夏ごろ、６月ごろにはその結果を分析させていただきたいと思います。あわ

せて、その後にワークショップという形でいろいろと御意見をいただきたいと考えており

ます。庁内でも、そういった市民の皆様方の御意見を伺いながらいろいろと調整させてい

ただきたいと思っているところでございます。10月、11月ぐらいに選挙がございますので、

やはりそのあたりも念頭に入れながら、基本構想という全体的なものに関しては普遍的な

ものですので、それまでの間作業は進めさせていただきたいと思っておりますが、選挙後

に具体的に取り組みを進めさせていただいて、基本構想の下にある基本計画のようなもの

の策定にも入ってまいりたいと思います。この間、外部の有識者の皆さんの審議会も都度

開催をさせていただいて、進捗状況なり、それをもとに御意見をいただいたりするような

ことを考えております。 

 素案を策定しながら、２月前には議会にもパブリックコメントをかける前の御報告をさ

せていただきながら、２月にパブリックコメントを行って、具体的にその後、意見をいた

だいたもので固めていきたいということでございます。最終的に、先ほど御紹介いただい

たように、30年度からの総合計画、予算の話もございますので、できるだけ30年度の早い

時期にということで、現時点で４月ごろにというふうな考えでおるところでございます。 

 以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 他に御発言ございませんか。 

 辻委員、時間がかかりますか。なるべく早く手を挙げていただくようにお願いします。 

 審査の途中でありますが、10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前11時09分 

再開 午前11時19分 

 

◎西山則夫会長 

 休憩前に引き続き、審査を続けます。 

 目８企画費、他に発言ございませんか。 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 すみません、この項で少しお聞かせをいただきたいと思います。 

 先ほど世古口委員から出会い・結婚支援事業のことで少しお話がありましたので、そこ

をもう少しお聞きしたいと思います。 

 出会い・結婚支援事業、先ほども紹介がありましたが、27年から始まっておりますけれ

ども、委託をしていて、その中での業務改善のことで少し触れられておりましたので、少

しこの辺のことをお聞かせいただきたいと思います。 

 結婚、出産、育児に関する情報誌を毎月発行するというふうな形をされているというこ
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とで書いてあります。この辺のところをどのようにこれから活用とか考えておられるのか、

ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課副参事。 

 

●鈴木市民交流課副参事 

 フリーマガジン、情報誌のお尋ねです。「いとしいせ」というふうな名前をつけており

まして、これを発行しておる目的なんですけれども、昨年度の利用状況を見てみたときに

若い女性の利用が少なかったというふうなところで、全体的な中で。その利用をふやすた

めに、女性が関心がありそうな地域の情報等を掲載したフリーマガジンをつくっていこう

ということで昨年７月から発行しております。結婚の先にある子育てとかというふうなと

ころの不安を解消していくことにもつながるだろうということで、そういった情報もたく

さん掲載しておる情報誌でございまして、毎月3,000部つくっておりまして、市の施設で

ありますとか市内の幼稚園、保育所、それから飲食店、美容院などの御協力いただけると

ころに置かせてもらっております。また、定住自立圏域内の市町にも置いていただいてい

るところでございます。これからもつくっていきたいなというふうなところで進めていき

たいと思っております。以上です。 

 

◎西山則夫会長 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 ありがとうございます。わかりました。こういった冊子だというふうに思っておるんで

すが、この中身を見ると、案外若い子が喜びそうな中身が書いてあるのかなと。私たちに

とってはちょっと字が小さいんで見にくいんですけれども、若い世代が見ると、ヘアーの

仕方とかそういったことも書いてあって、すごくいいなと思うんです。こういったことを

どんどん発信していく必要があろうかというふうに思います。 

 出会い・結婚支援センターですので、やっぱりこういったことをどんどん発信していく

ことによってここへ行きやすい形をつくっていただく。独身女性、男性がどんどん登録し

やすい雰囲気をつくっていただきたいというふうに思っております。こういった発信をど

んどんここでやっているんだよということを訴えていただきたいというふうに思います。 

 それから、今回概要書を見ますと、特記事項の中に親子ひろばというのが書かれており

ます。親子ひろばは、この目的というのはどんなふうな形で捉えておられるのか、教えて

ください。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課副参事。 
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●鈴木市民交流課副参事 

 今、辻委員おっしゃっていただいたように、センターが利用しやすい、入りやすいとい

うふうなイメージを持っていただくために、いろんな方が出入りしているよと、結婚を求

めている人だけでなくて、いろんな方が出入りしているよというふうな雰囲気をつくるの

がいいんじゃないかということで、月に１回、子供さんとお母さん、お母さんじゃなくて

もいいんですが、親子で、中にはおじいちゃん、おばあちゃんと来ていただく方もあるそ

うなんですが、そういった方たちで少しの時間、何かつくったりとか絵を描いたりとかと

いうふうなことをしていただくような時間を設けることにしました。そこで、お母さんが

来ていただいたときにはそのお母さんに、結婚の前後で何か意識が変わったこととか不安

が解消されたことであるとか、そういったこれからのアドバイスにつながっていくような

ことを少しヒアリングさせていただくというふうなこともしております。 

 ですので、このセンターがその方たちから口コミで広がっていくというふうなことも期

待できるかなというふうなところで始めております。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 わかりました。ありがとうございます。しっかりその辺も含めて取り組んでいただけた

らなというふうに思っております。 

 次に、ふるさと応援寄附金推進事業というのがございます。今回、予算要望等も含めて

ですが、新年度、特色ある取り組みというのは何か考えておられますでしょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 企画調整課長。 

 

●辻企画調整課長 

 これまでふるさと応援寄附金、ずっと始めてまいりましてから、いろいろ改良も重ねな

がら、件数も今年度若干上がってまいりました。そうした中で、今年度サミットがありま

したので、サミットに銘打った関連のものを追加したり、あるいは農産物もちょっと新た

に、例えば蓮台寺柿、これが伊勢の特産ということで、実際にやってみたらかなり好評を

博しました。ですので、今後もこういった伊勢の特産といいますか、伊勢ならではのもの

を順次追加していくということ、あと、幅広く皆様方に御参入いただけるような環境も整

えて、ますます拡充をしてまいりたいと考えております。以上でございます。 

◎西山則夫会長 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 わかりました。 
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 そうすると、その物産関係も、新しくこんなのがやりたいという、もし申し出があった

ときはどんなふうにされるんでしょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 企画調整課長。 

 

●辻企画調整課長 

 現在、なかなかそのあたりがうまくいっていないところが正直ございますので、来年度

に関しましては、例えばいろんな団体さんが見えますので、そういったところにお声かけ

をしたり、あるいは広く周知をして応募いただけるような、そういうふうな環境を整えて

まいりたいと考えております。 

 

◎西山則夫会長 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 わかりました。せっかくやられていることと、しっかりと伊勢市をアピールするものを

されるんであれば幅広く受け入れていただきたいなというふうに思いますし、受け入れの

仕方も含めてしっかりと考えていただきながら、応援基金がしっかり入ってくるような形

を取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。以上です。 

 

◎西山則夫会長 

 他に御発言ございませんか。 

 福井委員。 

 

◎西山則夫会長 

 福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

 この項で何点かお聞きしたいと思います。 

 まず、１番目の総合計画推進事業、ここの部分でお聞きします。 

 ここでは、先ほど聞かれた委員もございますが、総合計画をつくっていくに当たっての

ワークショップの開催ということで、説明文の中では、従来の公募型でなく、無作為抽出

による参加募集を行う予定であるというふうに書いてございます。単なる無作為抽出です

と偏ってしまったり、その抽出する人がちょっと出られませんよというふうになったりと

かということで、なかなか集まらない可能性もあるというようなことで、先ほど、アンケ

ート調査を行って答えた方に御協力いただくというようなことで今お聞きいたしました。 

 その中で、そういうアンケート調査を答えた方にワークショップに参加いただくという

ことになった場合、その中でもやっぱり人によってワークショップに出られる時間帯はま
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ちまちかと思います。昼間出られる人、夜しか行けない人、平日はだめだ、休日しか行か

んとかいろいろあると思うんです。だから、そういうアンケート調査の中に、もしワーク

ショップに御協力いただけるのであれば、あなたの都合の悪いのはどういう時間帯ですか、

どういう時間だったら都合がいいですか、そういう文も入れたほうがいいんではないかと

思いますので、ちょっとお考えをお聞かせください。 

 

◎西山則夫会長 

 企画調整課長。 

 

●辻企画調整課長 

 御意見ありがとうございます。これから具体的に、年度が明けましたら作業に入ってい

くわけでございますけれども、先ほどおっしゃられた御意見も踏まえまして検討してまい

りたいと考えております。 

 

◎西山則夫会長 

 福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

 ありがとうございます。その辺はよろしくお願いします。 

 それで、ワークショップの場合大体何人ぐらいを抽出してやられるのか。無作為に抽出

した人だけでやるのか、それともほかの方も交えてやるのか、その辺お考えがあれば教え

てください。 

 

◎西山則夫会長 

 企画調整課長。 

 

●辻企画調整課長 

 ワークショップの仕方につきましては、先ほど御紹介をいただきましたように、私ども、

アンケートを実施する時点で年代別、10代とか20代とか30代、あと性別、男女別である程

度整理をして、御協力をお願いしたいと考えております。 

 結果としてどれぐらいの方が御協力いただけるかというのは現時点ではなかなか読めな

いところではございますけれども、感覚といたしましては、ワークショップはそんなに大

勢の人数でもやりにくいところがございますので、100人といっても分科会に分かれるよ

うな形になりますので、３桁の数字までというのは正直想定はしておらないところです。

いただいた結果を見ながら、そのあたりの人数のほうもどういうふうに整理していったら

いいのかというのは今後検討させていただきたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 福井委員。 
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○福井輝夫委員 

 ありがとうございます。では、そのように進めていただきたいと思います。 

 次に、ふるさと応援寄附金推進事業についてお聞きします。 

 こちらについて、先ほどお聞きしていただいた方もございますが、重複しないようにや

っていきたいと思います。 

 これ、今まで見させていただきますと、観光協会さんの窓口でそちらに関連する方の商

品というか特産品、そういうのが多いような気がします。観光協会さん以外の、例えば商

工会議所さんの関連とか、そういう部分の団体さん、そちらのほうへも協力を求めていっ

たほうが幅広い特産品が集まるのではないかと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 企画調整課長。 

 

●辻企画調整課長 

 先ほど辻委員のほうからも御質問いただいたように、やはりこれは、これまでの経緯も

踏まえて観光協会さんのほうが多数の方に御協力というか参加いただいておるわけなんで

すけれども、今後返礼品を充実させていくという観点からも、先ほどおっしゃられました

ような関係団体さんのほうにもお声かけをさせていただきたいということと、あと、公募

といいますか、広く皆さん方にもお知らせをして、参入いただけるような環境を設定して

いきたいと考えております。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

 ありがとうございます。 

 今、伊勢市の特産品を見てみますと比較的安いものが多いと思います。大体４万円、マ

ックスでもそのぐらいと思うんです。ほかのところを見ますと、かなり高額なのもありま

す。30万ぐらいのもあれば100万のもあるというようなことで、それにしろというわけじ

ゃないんですが、幅広くやるためには例えばどこかの企業の製品を充てるとか、特産品で

そういう食べ物とかそんなんばかりじゃなくて、製品、例えばどこかの完成品でもいいと

思うんですけれども、そういうものを充てるとか、そういうものもしてはいかがかと思う

んですが、企業の製品ということで、その辺についてはいかがでしょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 企画調整課長。 

 

●辻企画調整課長 

 伊勢の特産品という観点から、今おっしゃられたような視点も必要かと思います。総じ
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て私どもの今、返礼品の種類といいますのが68種類、今、ホームページといいますか関連

サイトのほうには上がっておりますが、期間限定のものも除いて68種類で、そのうち53種

類が寄附金額１万円、２万円の返礼品となっております。 

 先ほどおっしゃられたような観点、ワンストップサービスということで、今、税額控除

の手続が５つの自治体までということになっております。そうした中でお選びいただくと

いうのが、結構ある程度の額のものをお選びいただいているような傾向もございますので、

金額設定に関しては、そういう御要望にもお応えできるような充実というか、そういうの

も必要かと思います。 

 ただ、この制度は本来の趣旨、ふるさとを応援する、返礼品とは別に寄附をいただくと

いう制度の趣旨もございますので、そのあたりは総務省のほうからもいろいろと通知が出

ておりますけれども、良識ある対応といいますか、節度ある内容でそのあたりは設定をし

てまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

 ありがとうございます。 

 いろんなところの例も見てみますと、返礼品の中で例えば期間限定品というようなもの

はかなり売れ行きが、売れ行きと言ったらいかんですけれども、かなり照会が多いという

ふうに感じております。そういうふうなことで、伊勢の場合、期間限定品、例えば先ほど

の蓮台寺柿なんか期間限定品なんですけれども、ほかにもいろいろなものがあろうかと思

います。そういうものも取り入れたらどうかということと、それから、伊勢には皆さんよ

く知っている神宮がございます。神宮に関することで、例えば神宮の奉納品であるとかそ

ういうもので、これは限定品ですよというようなこともすれば、かなりそういう部分につ

いても問い合わせは多いんじゃないかと思いますので、その辺についてはいかがでしょう

か。 

 

◎西山則夫会長 

 企画調整課長。 

 

●辻企画調整課長 

 いろいろとありがとうございます。御指摘いただきましたように、例えば今年度ですと、

蓮台寺柿が期間限定ということで返礼品の品に上げました。あと、市内の老舗の料理店の

お節料理、こちらのほうも上げさせていただきましたら、やっぱり期間限定という希少性

に皆さん敏感で、そのあたりが割と早くなくなっております。 

 あと、先ほども御紹介いただいたんですけれども、ハチミツがこの中にもあるんですけ

れども、それが神嘗祭でどうも献上されたというふうなことで、それもやはり品切れとい

うことから、そういう視点というのはこれからＰＲしていくには大事かと思うところでご
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ざいます。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 情報戦略局長。 

 

●中川情報戦略局長 

 取り組んでいく視点でございますが、先ほど企画調整課長が申し上げた視点に加えまし

て産業の活性化という視点、こういったことも重要かと思いますので、このような視点も

持ちながら取り組んでいきたいと考えております。 

 

◎西山則夫会長 

 福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

 ありがとうございます。確かに産業の活性化、非常にそれにも役に立つんじゃないかと

思います。そういう面で企業さんの製品等も扱っていただければ、企業さんのほうとも相

談しながらお願いしたいと思います。 

 それでは、次に出会い・結婚支援事業の部分で少しお聞きします。これは先ほど世古口

委員、辻委員もお聞きしておりますので、重複しないようにお聞きします。 

 この中で、企業の結婚支援促進事業ということで、事業を登録するシステムを構築する

というふうに説明がございます。この中で、事業に登録するにしても、ただ名前を置いた

だけではあかんと思うんです。それぞれの企業にどのように説明するのか、どのように協

力を得るのか、そういう部分が非常に大事かと思いますので、その辺の進め方について少

しお伺いしたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課副参事。 

 

●鈴木市民交流課副参事 

 企業に進めていくにつきましては、伊勢市がどういうふうなことでこういう事業を始め

ているかというふうなことももちろんですが、社会的な需要といいますか、未婚の方が多

いということから少子化につながっているというふうなことを企業のほうとしても御理解

いただく必要があるのかなというふうに思っております。それから、企業が進めていくに

つきましてはセクハラ、パワハラということに十分配慮しなければならない。従業員の皆

さんも、いろんな方が見えるという中で、結婚ということに企業が支援していくというこ

と自体受け入れがたい方もあったりするかもわかりませんので、そういったことも含めて、

配慮するところはたくさんありますがという中で、御理解を求めていきたいというふうに

思っております。 

 御協力というか御賛同いただける企業の皆様には、伊勢の出会い支援センターの中にそ
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ういった登録するサイトをホームページの中に設けまして、そこに登録して、そこの中で

登録している企業ということで発表というか公表していきたいなというふうに思っており

ます。その先には企業間同士での交流のような、情報交換会のようなものもできればなと

いうふうに考えております。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

 ありがとうございます。いろいろそのようにお願いしたいと思います。 

 ただ、企業の方に積極的に賛同いただくためには、やはり詳しい説明も必要かと思いま

す。大体そういうことで、どのぐらいの企業にお声かけをするのか、また、その説明なん

かに企業を訪問するとかそういうなのはないのか、その辺をお聞かせください。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課副参事。 

 

●鈴木市民交流課副参事 

 訪問と、それから電話でありますとかメール、資料等の郵送とかをいろいろ活用しまし

て、１年間かけて500社程度ぐらいに何かアクションが起こせればいいかなというふうに

思っております。そういったことも、職員が動くのはなかなか難しいところでございます

ので、委託で進めていきたいなというふうに考えております。以上です。 

 

◎西山則夫会長 

 福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

 ありがとうございます。 

 500社程度ということ、かなり多い人数ですけれども、その辺いろんな方法を駆使して、

時には訪問、時にはホームページで、また電話でというようなことですので、その辺でよ

ろしくお願いします。 

 次にまいります。公共施設マネジメント事業、ここについて少しだけお伺いします。 

 これは、公共施設については以前からいろんな議員の方がお聞きしておると思います。

その中で、今回、公共施設情報を管理するためのシステムを構築するということでござい

ます。これは台帳をつくるということだと私は思っておるんですけれども、その中で１点、

案外見落としやすい項目があろうかと思いますので、少しそれについてお聞きします。 

 普通、建物について老朽化、それからどういう状況であるか、それは普通のようにシス

テムの中に入ると思うんですけれども、その中の設備、例えば空調設備、それから配管設

備、電気設備、その辺が建てたときのものなのか、それとも何年か前に改修しておるのか、
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５年ぐらい前に改修したとか改修したばかりであるとか、そういうことによってもそのシ

ステムの今後の使い道、どれだけ使っていけるかというようなことも非常に参考になると

いうか、見落としてはいけない部分だと思いますので、そういう設備の部分での台帳とい

うかシステム、それについてはどのようにお考えでしょうか、お願いします。 

 

◎西山則夫会長 

 情報調査室長。 

 

●浦井情報調査室長 

 まず、来年度構築します管理システムにつきまして御紹介をさせていただきますと、先

般開催いただきました常任協議会で御報告いたしましたが、今年度、施設カルテといった

ものを作成いたしております。この施設カルテでは、公共施設それぞれについてのいろん

な情報を管理するというような位置づけで、エクセルでつくっております。これをデータ

ベース化いたしまして一括して管理できるような目的で施設管理システムを構築いたしま

して、そちらのほうではいろんな複数条件でのデータ抽出もできるようにし、また比較分

析もできるようにしながら、これからのマネジメントを進めていく上での情報管理という

ふうにしていきたいと思っております。 

 それから、施設の部分につきましては、２月に御披露させていただきましたが、公共施

設カルテでこれまでの経費の部分でのコストの情報であったり、あるいは大規模改修や更

新をこれまでどれぐらいやってきたのかというようなところも管理できるような履歴とい

うものを記載するようにしております。そういった今御指摘いただいたようなところにつ

きましても、きちんとこれからの中で管理できるように進めていきたいというふうに思っ

ております。以上です。 

 

◎西山則夫会長 

 他に御発言は。 

 野崎委員。 

 

○野崎隆太委員 

 それでは、この項の大項目の一部の３番、定住自立圏構想の推進事業についてお伺いを

させていただきたいと思います。 

 まず、29年度の予算の審査でございますので、29年度、この協定のもと行われる事業は

どのようなものがあるのか、少しまずそこから御説明をいただけますでしょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 企画調整課長。 

 

●辻企画調整課長 

 定住自立圏共生ビジョンに掲げられておる事業ということになってまいりまして、現在、
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28事業の取り組みを進めております。今議会におきまして創業支援と、それから医療と介

護の連携の事業、こういったものが入ってまいりますので、これが協定の議決をいただい

て具体的なビジョンに移っていくことになりますと、全部で29年度は30事業となる予定で

ございます。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 野崎委員。 

 

○野崎隆太委員 

 わかりました。30事業ということで、いろんなことをされているんだなということで、

いろんな各課が協力してということだと思いますけれども、大変な苦労をしていただいて

いるのだと思っております。 

 その中で、個別の事業については結構なんですけれども、定住自立圏の共生のビジョン

が始まる中で当初の議論の中で議会の中でも、伊勢市の負担だけが少しふえて、よそとの

財政的なバランスであるとか、一つの事業に対する費用負担の案分とかが最終的に伊勢だ

けが損をするような話になるのではないかというような、そんな議論も少しあったかなと

僕は記憶しております。そのあたりがこの予算書の中から、やはり当然だけれども伊勢の

予算ですので、見えてくることはないかと思うんですけれども、現状でもいいですし、今

決まっている取り決め、考え方でも結構ですし、29年度のことですので29年度の考え方で

もどれでも構わないんですけども、そのあたり、予算とか一つの事業に対する負担の案分

とか割合とか考え方もしくは取り決め等がありましたら、少し御披露いただけますでしょ

うか。 

 

◎西山則夫会長 

 企画調整課長。 

 

●辻企画調整課長 

 今御質問をいただきましたけれども、事業によってそれぞれだというふうに考えており

ます。中には、当初からの事業ですけれども、病院群の輪番制であったり休日夜間応急診

療所のようなもう既に案分が決まっておるようなものもございますし、例えば最近ですと、

それぞれの事業ということなんですけれども、大紀町と外湾漁港さんと市内の伊勢湾漁協

との移動販売の交流というふうなもの、それぞれの自治体で事業費を計上してという、外

湾漁協さんですとそこの車等、こちらについても伊勢湾漁協の車等ということで、それぞ

れの事業がうまいこと連携してこの取り組みにつながっておるというものも結構ございま

す。ですので、一概に案分等ということではなくて、その事業によってそれぞれの対応に

なっておるということで御理解いただきたいと思います。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 野崎委員。 
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○野崎隆太委員 

 わかりました。事業によって当然案分が違うというのは、市町ごとにそれぞれやってい

る形ですので、一括して協定の中の全ての市町が全てかかわっている事業というわけでも

ありませんので、１対１というところもあるというのは当然理解はしておるわけなんです

けども、一つ気になるのが、定住自立圏の共生ビジョンの中で各事業ごとの成果であると

か、各事業ごとに、例えばバスに乗っている人数が何人であるとか、先ほどの移動販売で

あれば販売の売り上げの数が幾つなんだというのは割と見えやすいかなと思うんですけれ

ど、その先の協定ビジョンのもともとの目的、例えば人口の減少に歯どめをかけるとか、

先ほどの個々の事業の案分なんかでもそうなんですけれど、そういったものがまとまって

示される機会というのが余りなくて、共生ビジョンそのものの効果というのがどれだけあ

ったのか、単一の事業じゃなくて全体的に成果がどういう形で残っているのか、また、こ

のビジョンの圏域の人口減少に歯どめがかかるのはもうちょっと先にしても、こういった

効果があったかというビジョン全体の取りまとめというか成果が、少し現状では成果物と

して出てきていないのかなというようなところも感じるんです。そのあたり、どのように

お考えか、指標をこれからつくられるのか、そういうことも含めてお考えをお聞かせくだ

さい。 

 

◎西山則夫会長 

 企画調整課長。 

 

●辻企画調整課長 

 ただいまの御質問ですけれども、今現在の共生ビジョンが単に事業はこんなのをやって

おるということと、予算ベースで、決算ベースもそうですけれども、事業経費が載ってお

るというような状況で、なかなか成果が見出しにくいということでございます。 

 これにつきましては、共生ビジョンの懇談会の中でも個別の施策の中での成果がわかる

ようにということで意見をいただいております。ちょうど昨年９月なんですけれども、総

務省からもこの取り組みに関してのＫＰＩ、これは具体的な取り組みに対してのＫＰＩを

置くということが１点、これでＰＤＣＡサイクルを回すというふうなことが１点と、あと

中長期的には人口とかそういった少子化というんでしょうか、そういった視点、中長期的

な人口、高齢化率等の目標も今後、そういったことも将来像を目指して設定していくよう

にというふうな通知もいただいておりますので、今後の取り組みの中で、このタイミング

がいつかということはあれですけれども、少なくとも、具体的な取り組みに対するＫＰＩ

については現在もその作業を進めておりまして、来年度あたりには皆様方にそれはお示し

できるような感じで、今準備をしているところでございます。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 他に発言ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、目８企画費の審査を終わります。 

 次に、目９男女共同参画推進費について御審査を願います。 

 50ページから53ページにかけてでございます。 

 

（目９企画男女共同参画推進費） 

 

◎西山則夫会長 

 御発言はありませんか。 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 少しお尋ねしたいと思います。 

 今回の予算を見ますと、総額598万6,000円のうち委託料が486万というふうな形でなっ

ております。今度は第３次基本計画を策定する年になってくるわけでございますけれども、

こういった形で業者委託をする格好になっておるんですが、この目的というのはどのよう

に考えておられるのか、ちょっと教えてください。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課副参事。 

 

●鈴木市民交流課副参事 

 辻委員おっしゃるとおり、来年度、第３次の男女共同参画基本計画をつくる策定の年に

なっております。それで、今度の第３次計画には、職業生活における女性の活躍を推進す

る法律、女性活躍推進法、そこに基づく市町村計画でありますとか、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に関する法律とかの、市町村基本計画にも位置づけられるものにし

たいというふうに考えております。そういったところで、やはり専門的なところとか先例

とかというふうなところを盛り込んでいきたい。それと、もう一つは、今年度、市民アン

ケートを実施しております。そういったところの現状の分析というふうなところもそうい

った委託の中で行い、それを反映したものにしていきたいなというふうに考えているとい

うところでございます。以上です。 

 

◎西山則夫会長 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 わかりました。いろいろな法律とか、その辺のところで踏まえた形で取り組まれるとい

うことと、それから市独自でもやっていきたいということがわかったかと思いますが、い

ろいろな形で男女共同参画の中では以前もいろいろ質問させてもらっている中で、男性が
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女性のことをわかる、女性が男性のことをわかっていくことが大事だなということも言わ

せていただいております。これからいろんな部分で、暴力の関係も、反対に言ったらしっ

かりと男女共同参画の中では見据えていかなければいけないところがあるのかなというふ

うに私も思っておりますので、その辺のところも含めてこれから取り組んでいただけるん

だろうというふうに思っております。 

 先ほど、市民アンケート等をやられているということで聞かせていただきました。第３

次計画を今度立てるということなので、２次計画が当然あったわけで、その計画と、その

計画に対しての検証というのはどのようにされておられるのか、ちょっとお聞きしたいと

思います。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課副参事。 

 

●鈴木市民交流課副参事 

 今、第２次計画が済んで、ちょうど27年度で中間年というふうなことになっております

が、27年度のいろんな指標の結果を見てみますと、徐々には進んでおりますが、横ばいの

ところも実際のところ多いのかなというふうな感想を持っております。そういったところ

を今年度実施しておりますアンケート調査等にも基づきながら、そういった弱いところと

いうんですか、伊勢市の特色的なことになるのかもわかりませんが、そういったところを

見きわめながら次の計画に生かしていきたいというふうに考えております。国・県の様子

とか力を入れるというふうなところを含めながら次の計画に生かしていきたいというとこ

ろで、検証としましては、浸透しつつあるところもあるし、まだのところもあるというふ

うなところなのかなというふうに考えております。以上です。 

 

◎西山則夫会長 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 わかりました。今後に関しては当然アンケートのことを踏まえながら生かしていただけ

るということで答弁があったと思いますが、もう少し男女共同参画の関係をしっかりと市

民がわかりやすく、どんなふうにやっていけばいいのかというところも含めて行政当局側

から発信していく必要もあろうかと思いますし、しっかりと吸収していくことも必要だと

思っておりますから、その辺のところを今の段階でまだはっきりわかっていない状況が見

えるのかなというふうに思ったんですが、しっかりとその辺掌握して、今度の計画にしっ

かり反映していただきたいと、このように思いますのでよろしくお願いします。以上です。 

 

◎西山則夫会長 

 他に発言ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、目９男女共同参画推進費の審査を終わります。 

 審査の途中でありますが、午後１時まで休憩をいたします。 

 

休憩 午前11時55分 

再開 午後０時58分 

 

◎西山則夫会長 

 休憩前に引き続き、審査を続けます。 

 次に、目10文書管理費について御審査願います。 

 

（目10文書管理費） 

 

◎西山則夫会長 

 御発言はありませんか。 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 例規法令等関係経費のところで１点確認をさせていただきたいと思います。 

 昨年12月の定例会で個人情報保護条例の一部改正につきまして審査をさせていただきま

した際、例規集におきます未施行部分の表示の方法であるとか、また附則の規定が省略さ

れておりましてなかなか理解しにくかった部分がありまして、その点指摘もさせていただ

いたところでございます。 

 私どもは、条例改正の審査に当たりましては市のホームページにございます例規集を見

ながらチェックするしかありませんので、その点を御理解いただきたいと思うんですが、

本年度、例規法令等関係経費の予算が昨年度に比べまして363万円増額となっております。

例規集の編集の方法につきまして昨年の12月以降も検討してもらっておると思うんですが、

その辺の検討状況であるとかこれからの方法につきまして、予算の増額部分を含めてひと

つ説明をいただきたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 総務課長。 

 

●中川総務課長 

 まずは例規の未施行部分の表示の仕方ですけれども、今、業者のほうと相談をしており

まして、最初のトップページに未施行部分という一覧をつくらせていただこうかな、そう

いう方向で検討させていただいております。 

 今回、平成29年度予算で増額させていただいておるのは、ここの部分、今の例規システ

ムがちょうど５年で契約期間満了になりますので、その辺の更新費用ということで上げさ
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せていただいております。その中で、また最新のバージョンといいますか、そこら辺も上

がってきておるところもありますので、それも含めてちょっと金額を高い目に設定をさせ

ていただいておると、こういうところでございます。 

 

◎西山則夫会長 

 他に御発言ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、目10文書管理費の審査を終わります。 

 次に、目11情報管理費について御審査願います。 

 

（目11情報管理費） 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようですので、目11情報管理費の審査を終わります。 

 次に、目12公平委員会費について御審査を願います。 

 

（目12公平委員会費） 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、目12公平委員会費の審査を終わります。 

 次に、目13財政管理費について御審査願います。 

 

（目13財政管理費） 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、目13財政管理費の審査を終わります。 

 次に、目14基金管理費について御審査を願います。 

 基金管理費は、52ページから55ページまでです。 

 

（目14基金管理費） 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、目14基金管理費の審査を終わります。 

 次に、目15会計管理費について御審査願います。 

 

（目15会計管理費） 発言なし 
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◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、目15会計管理費の審査を終わります。 

 次に、目16財産管理費について御審査願います。 

 

（目15会計管理費） 

 

◎西山則夫会長 

 御発言はありませんか。 

 野崎委員。 

 

○野崎隆太委員 

 ここの項の庁舎改修のことでお伺いをさせていただきたいと思います。 

 この項に関しては、既に委員会協議会でかなり報告をいただいておりますので、担当の

部署の方とは大分お話をさせていただきましたので、よければ市長に直接お伺いをさせて

いただきたいなと思っております。 

 今回、今まで当初15億円前後という事業から８億幾らということで増額がなされて、全

体で23億を少し超えるような事業になってきたわけであります。昨年の予算委員会のとき

にもう既に15億の部分については議決をしておりますので、今さらこのことに賛成とか反

対とかそういうことを申し上げるつもりはないんですけれども、23億という少し金額的に

大きな事業になりましたので、当然15億が小さいかという話ではないんですけれども、こ

れ、政策的にどんなことがしたいのか、23億をもって市長がどんな庁舎をつくりたいのか、

また、これをもって市民にどんな期待感とか、これからどんな未来を描いていくのかとい

うのを少し庁舎の改修をもって示すことが僕、もう少しあってもいいかなというのは前か

ら言わせていただいていることです。そんな姿勢を少しお聞かせをいただきたいなと思う

んです。 

 市長に、23億の庁舎改修のどの部分に力を入れて、どんなイメージを持って庁舎改修に

取り組まれるのかというのを少しお気持ちだけお聞かせいただければと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 市長。 

 

●鈴木市長 

 今回の庁舎改修につきましては、一番はやはり防災対策ということでございまして、こ

れまでも委員も御承知のとおり、市内の公共施設の耐震化というのを進めてまいりました。

当初は小学校、中学校、保育所、幼稚園といった子供たちのところから優先して、ようや

く消防庁舎、病院と進んできて、そしてようやく今回は本庁舎の耐震補強ということで説

明させていただくことになりました。 

 市の庁舎というのは、委員おっしゃるとおりシンボリックな存在であるという、そうい

った表現もあろうかと思いますけれども、それ以上に市民生活の縁の下の力持ちというこ
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とで、やはり我々としましては市民の皆さんの利便性のこと、そして職員がここからいろ

んな政策をどんどんと構築していける、そういった環境づくりに努めてまいりたいという

ふうに思っております。 

 また、今後につきましては、病院のこともそうなんですが、10年先、20年先の社会環境

の変わり方が急ピッチに多分進んでくるというふうに思っています。特にＩＣＴの関係な

んかもＡＩとかそういったお話も出てきておりますので、こういったところに対応できる

ような、そういったことも柔軟に取り入れることができればというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 野崎委員。 

 

○野崎隆太委員 

 ありがとうございます。 

 先日、少し分野が違いますけれども、宮川中学校の開校式がございました。ここにいる

多くの委員も参加したと思いますので、あの中学校なんかを見ますと、いろんな挑戦的な

こともあって、見た感じもすごくきれいで、学生さんとも少しすれ違ったんですけれども、

すごい好評を僕は得られたんじゃないかなと。いろんな期待感を抱かせるようなすばらし

い設計工事であったかなと僕は思っております。 

 そういった意味で、やはり公共施設がある程度市民の意識改革に僕はつながる部分とか、

そういうのもあるんじゃないかな。先ほど市長からシンボリックというような言葉があり

ましたけれども、そういった意識を持たせたり、ある意味では市民が自分の町に愛着を感

じたりとか、そういった効果も僕はゼロじゃないかなと思っております。そういった意味

で、僕は公共施設にお金をかけるというのは反対の立場ではございません。 

 そこで、もう１点だけお聞かせいただきたいんですけれども、今回、あくまでも改修と

か耐震という視点で、それがいけないというんじゃなくて、23億という形で示されておる

わけなんです。例えば、できた後に、あともう少しかければこれができたなとか、そうい

う議論が出てくることも僕は可能性としてはあると思うんです。ほかの過去いろんな伊勢

の施設の中でも、あともう少し改修費用にかければ、例えば体育施設で照明がついたなと

か、県の工事に対してこれをやっておけばというような事例も過去、僕はあったかなと思

っているんです。これは本当に市長の今、頭の中にある思いだけで結構なんですけれども、

23億、これで市長の思いが達成できるのかどうなのか、市長の思いの部分というのが23億

で達成できるのかどうなのかということで、最後にお聞かせをいただければと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 市長。 

 

●鈴木市長 

 今回、15億から23億の８億円の増額という中で、担当のほうも努力して財源の確保とか
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努めてまいりまして実質的には１億増という、そういった状況でございます。 

 そういった中で、思いといいますと、やはり都市計画の中で市庁舎であったりさまざま

な公共施設がどういった形であるべきかという、こういった議論は今後については必要で

はないかなというふうに考えております。 

 御承知のとおり、市役所の駐車場も少し幅を広げましたけれども、この周辺には国等の

関係の施設があったり県の庁舎が市内にあったり、こういったところをどういうふうに集

約できるか、こういったところも今後は議論を重ねていきたいというふうに思っておりま

す。 

 

◎西山則夫会長 

 野崎委員。 

 

○野崎隆太委員 

 ありがとうございます。先ほどから23億という数字を少し言わせていただいております

けれども、決して僕は、先ほども言いましたように、公共施設にお金をかけるのがだめだ

と思っておりませんので、無駄遣いだとは正直言うと思っておりません。必要な耐震改修

というのが非常に大きくあるかと思います。昨年の議論では、僕はここに建てるのが正し

いかどうかというところから、ビジョンから始めたらいいというような議論で少しさせて

いただいたと思うんですけれども、そういった視点からもすばらしい庁舎、市民から見て

も23億かけてよくなったと言われるような庁舎改修に29年度、ぜひぜひ取り組んでいただ

くことを期待だけ申し上げて、終わります。 

 

◎西山則夫会長 

 ほかに発言ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎西山則夫会長 

 他に御発言もないようでありますので、目16財産管理費の審査を終わります。 

 次に、目17車両管理費について御審査を願います。 

 54ページから57ページにかけてでございます。 

 

（目17車両管理費） 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、目17車両管理費の審査を終わります。 

 次に、目18市民交流推進費について御審査をお願いします。 

 

（目18市民交流推進費） 
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◎西山則夫会長 

 御発言はございませんか。 

 世古口委員。 

 

○世古口新吾委員 

 市民交流事業について御質問したいと思います。 

 この関係につきましては、事業目的でも言われておりますが、まちづくり協議会を設立

し、地域課題の解決に向け活発な地域活動を展開するということで、やはり人材の育成と

かそういったものが大きな課題になってくるのではなかろうか、このように思います。 

 そうした中におきまして、市民への啓発活動ということで、これらについては講座や連

絡会議を開催、そして人材の育成は地域で人材の発掘とか、そういったことが資料にうた

われております。これらにつきまして担当課の考え方をお聞かせ願いたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 ここは地域自治推進費のほうでということでお答えさせてもろうてよろしいですか。 

 

◎西山則夫会長 

 もう一度最初から。 

 

○世古口新吾委員 

 すみません、18の市民交流推進費、ここで聞かせていただきます。 

 

◎西山則夫会長 

 中身ついてもう一度話してください。どの事業ですか。 

 

○世古口新吾委員 

 ごめん、失礼しました。19です。 

 

◎西山則夫会長 

 よろしいですね。 

 他に発言ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、目18市民交流推進費の審査を終わります。 

 次に、目19地域自治推進費について御審査を願います。 

 地域自治推進費は、56ページから59ページまででございます。 
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（目19市民自治推進費） 

 

◎西山則夫会長 

 御発言はありませんか。 

 世古口委員。 

 

○世古口新吾委員 

 先ほどは大変失礼しました。地域自治推進事業費について御質問したいと思います。 

 この関係につきまして、啓発活動とか人材の育成、こういったことについて担当課のほ

うで考えておることにつきまして御披露願いたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 ふるさと未来づくりの御質問ということでお答えをさせていただきます。 

 ふるさと未来づくりの活動を継続していく上では、委員仰せのとおり、地域の人材とい

うところは重要なところとなってきております。ということを踏まえまして、以前からま

ちづくり講演会、それから地域のリーダー養成講座などを開催してきております。 

 また、まちづくり協議会は地域の方々全員が構成員ということになっております。そう

いうところからも新しい人材を発掘していかなあかんというところから、地域に入りまし

て私らもふるさと未来づくりの制度を説明したり、まちづくり協議会さんのほうからも活

動状況などを情報発信していただいて、そういった活動に賛同していただく方に入っても

らえるよう公募員としてというふうな仕組みもつくっておりますので、新しい方にも入っ

てもらえるような取り組みを進めていきたいというふうに思っております。 

 

◎西山則夫会長 

 世古口委員。 

 

○世古口新吾委員 

 事業の方向性については説明で十分わかったわけでございますが、やはり市民、住民へ

の啓発活動、こういったものは講演会とかそういったものを中心にやられるということで

ございます。なかなかいろんな関係で見ておりましても、講演会とかそういったところへ

参加する人が少ない。その辺の対応について、やはりもう少し講演会とかそういったとこ

ろへ参加してもらうように、もちろん役員は参加すると思いますが、一般の市民、住民へ

の対応方について考えておることがありましたらお聞かせ願いたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 
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●北村市民交流課長 

 委員仰せのとおり、一般の方もふるさと未来づくりのことを知っていただいて入ってい

ただくということが一番いいことかなというふうに思っております。そのために広報やホ

ームページ、それからまち協さんがつくっていただいた活動報告のチラシなりというのを

市役所の玄関を入ってもらった総合窓口の横にも置かせていただくというふうなことも実

施をしておりまして、そういったことで皆さんに目のつくような方法をとっております。 

 以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 世古口委員。 

 

○世古口新吾委員 

 わかりました。今後もしっかりやっていただきたいと思います。 

 それからもう１点、事業内容の関係で、平成29年度から31年度の３年間ですか、地域の

防災機能強化等に対する取り組み提案と申しますか、採択事業については補助金を出すと

いうことで、交付するということで記されておりますが、この辺の中身についてお聞きし

たいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 まちづくり協議会さんは23あるんですけれども、活動を広げたいというふうなところも

出てきております。その中で今回、この間の総務政策委員会でも御報告させていただきま

したように、地域の防災機能強化に資する事業というのと、それからその他当該地域にお

いて特に実施することが必要であると認める事業等について、１まち協さん60万を最大限

にして提案していただくというふうな事業を今回、29年度から31年度、実施をするもので

ございます。 

 

◎西山則夫会長 

 世古口委員。 

 

○世古口新吾委員 

 23の組織の中で１まち協60万ということで今御答弁ございましたが、この辺について、

やはり一口に60万と言うても、幾つも提案がある場合、重ねて60万円なのか、あるいはま

た10万とか20万、30万ということで積算して60万なのか、それで、やっぱり１つでも採用

されると励みが出ると思います、この事業に対する、その辺についてもう少し詳しく。 
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◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 60万の考え方は、１まち協さん、別に２つでも３つでも事業を上げていただいて、ただ、

最大が60万というふうになってしまいますので、１事業例えば10万と、もう一つの事業が

50万といった、そういった事業の上げ方をしていただくということになっております。 

 

◎西山則夫会長 

 他に御発言は。 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 私も、地域自治推進事業のふるさと未来づくりについてお尋ねをさせていただきたいと

思います。 

 この事業につきましては新たな地域自治の仕組みづくりということで進めてきてもらっ

ておりますが、新たな地域自治を担っていただいておりますまち協におきましても本格的

にスタートしてから２年が経過しようとしております。 

 そんな中で、先ほど説明がありましたように、29年度から従来ありました本格稼働支援

金、それを10万円廃止して新たに活動事業費臨時特例分を創設していただいたと。上限60

万円の交付金があるということなんですが、それも昨年11月に御報告いただいております。 

 そこで、平成29年度予算の中で活動事業費臨時特例分はどの程度予算を見込んでいただ

いておるのか、そこをまず教えてください。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 15団体上げております。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 15団体、60万ということでございますか。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 
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●北村市民交流課長 

 そのとおりでございます。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 23の地区があるんですけれども、そのうち15しか想定されていないということで理解さ

せてもらってよろしいですか。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 23のうち、大体話を聞かせてもろうている状況でいくと15団体上がってくるのかなとい

うふうな、その時点の状況ですので、今どうしようかなというところで各まち協さんが思

案をしていただいておるというところでございます。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 わかりました。 

 それで、活動事業費臨時特例分の使途などを確認させていただきたいと思うんですが、

説明では、対象となる事業は地域の防災機能強化に関する事業が一つ、もう一つには、地

域地域におきまして特に実施することが必要であると認める事業ということでございまし

た。２つ目の必要であると認める事業という部分なんですが、誰がどのような基準で認定

をされていくのか、その辺のことがあればお聞かせ願いたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 この部分につきましては、各まち協さんでまちづくり計画というのをつくっていただい

ております。その部分の中長期の中身の部分にかかわってくるのかなというふうに考えて

おります。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 
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○鈴木豊司委員 

 それぞれの地域で必要と認めれば採用していただけるということなんですか。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 提案していただいて事務局へ出していただいて、うちのほうで審査をさせていただいて、

それで採択、不採択というのを決定させていただきます。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 わかりました。 

 それでは、具体的にちょっと確認をさせていただきたいんですけど、まず、例えば地域

のきずなを醸成していくためにイベントを行いたいというような事業、それとか、その地

域の安全・安心を確保する部分で、例えばこの前一般質問で出ておりましたように白線を

引きたいんやとか、あるいは防犯灯のＬＥＤ化を予算がないものでこの事業でしたいんや

とか、そういう話があったときにどのような判断をされるんですか。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 先ほどもお話をちょっとさせていただきましたが、まちづくり計画というのを各まち協

さんがつくっていただいておる中で、そこに記載されているという部分は一番重要になっ

てくるんかなというふうに思います。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 まち協の計画に記載をされておれば、今言わせてもらったような事業もオーケーという

理解でよろしいんですか。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 
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●北村市民交流課長 

 よく言われるのが、まち協さんが交流事業で祭りとかイベントというふうな部分をされ

ておるところなのかというふうな話がよくありますけれども、そこの部分は活動事業費の

100万の中でやっていただくことになるのかなというふうに思います。ですから、そうい

った部分の今までやっていないような、次の段階に入ってもらえるような事業というふう

に捉えております。 

 

◎西山則夫会長 

 情報戦略局長。 

 

●中川情報戦略局長 

 すみません、予算の関係でございます。私のほうからも若干補足させていただきたいと

思います。 

 これを進めていく上で他の補助事業と重ならない部分、他の補助事業、防犯灯を先ほど

おっしゃられたかと思いますが、そういった事業については補助が別にございます。そう

いったものと重ならないような事業ということで御理解いただきたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 そうしたら白線の場合、恐らくそれぞれの地域の計画につきましては安全・安心という

部分は計画に上がってこようかと思うんですが、白線を引きたいんやと、行政に言うても

なかなかしてくれへんもので、この予算を使って引きたいんやと、地域にとっては大変重

要なことなんやという話であれば採用される可能性があるということなんですね。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 情報戦略局長が申したように、具体的にハード的な他課でできる部分につきましては、

今までの要望と同じように考えていただければというふうに思っております。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 これまで話を聞いてきた中で、ハード整備も対象になりますよと、当初ですね。そうい

う話は聞いてきております。 
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 今、他課にお願いしてもやってもらえないもので、こちらの補助、助成を使いながらや

りたいという場合なんですよ。そうしたときに、市役所に言うてもしてもらえんものでこ

ちらでやりたいんやというようなときはどうなんですか。 

 

◎西山則夫会長 

 副市長。 

 

●藤本副市長 

 すみません、例えば白線の件ですけれども、白線を引く権限があるかどうかというのも

出てこようかと思います。それから、先ほど情報戦略局長が言いましたように、他の補助

事業と重なる場合があるかもわかりません。今全て網羅して言うわけにいきませんので、

その辺は個々具体的に相談をさせていただきたいなと。 

 ただ、基本的にはこれは地域の皆さんがやりたい事業をやっていただくというのを基本

にしておりますので、その姿勢は変わっておりませんので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 了解をさせていただきました。またそれぞれ地域地域が相談してもらえばいいかなとい

うふうに思います。 

 次に、一括交付金事業の関係につきましてお尋ねをするんですが、現在、振興助成金、

それから元気なまちづくり事業、地区連絡員事業、廃棄物減量等推進員事業の４つの事業

のみというふうに思っておるんですが、今後それらを拡大していく気はないのか、可能性

はどうですか。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 今の時点では４つの事業というのを一括交付金化というふうに考えております。 

 ただ、以前も考えてもらっていた防犯灯の部分とかそういったものができるのであれば、

今後もその中に入れていきたいというふうに考えております。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 
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○鈴木豊司委員 

 以前、この件に関しましてはしっかりと検討していくんやというようなお話も行政側は

されておったんですけれども、その辺、検討の状況はどうなんでしょう。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 一つ、先ほど言わせてもろうた防犯灯の部分は、今もちょっと検討はしていただいてい

るというところでございます。 

 

◎西山則夫会長 

 環境生活部参事。 

 

●藤本環境生活部参事 

 一括交付金化といたしましては、今のところ２つの形で出ております。まち協のところ

へ行っている部分と、それから各自治会のほうへ行っている部分と、そういった２つの体

制で来ておりますので、そういった部分につきましては年度を区切った形でいずれか１つ

の方向にしていきたい、そのように考えております。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 一括交付金化事業につきましては、どんどん拡大をしていただけるものやと思いますが、

しっかりと検討していただきたいというふうに思います。 

 それから、まちづくり協議会が23地区で本格稼働してから２年目を終えようとしていま

す。その間、毎年１億円程度の事業費を負担する形で事業を進めてきてもらっておると思

うんですが、その成果といいますか、効果はどのように分析をされておるんですか。その

辺をお聞かせ願いたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 確かに、27年度から本格稼働されて、活動事業費100万というふうな部分でまち協の皆

さんには活動していただいております。 

 先ほどから、確かに当初始まったばかりというところで、なかなかまちづくり計画にの

っかった部分を全部こなしているかというと、その部分はなかなか難しい部分もございま
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す。ただ、まち協さんが地域のことは地域というところで一生懸命頑張っていただいてお

るというところもございますので、御理解を賜りたいというふうに思います。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 ありがとうございます。 

 ここで市長さんのお考えといいますか、思いにつきましてちょっとお聞かせをいただき

たいと思うんですが、ふるさと未来づくりの事業につきましては、これまでもこれを二重

行政だのというような指摘もあったわけでございますが、私は整理をし切れないままずっ

と進んできているのかなと思えて仕方がないんです。 

 市長は、今回の所信表明で、２期目の公約として市民自治の推進、まちづくりを掲げて、

その実現に向けて邁進をしてきたと。そして、一定の成果を上げているものと受けとめて

いるというふうな形でおっしゃってもらっております。そういうことから、この事業費で

あるとか財政状況を踏まえた中で、ふるさと未来づくり、この制度を現状のまま進んでい

っていいものかどうなのか、将来的なふるさと未来づくりにつきましてその考え方なり、

市長さんの思いというものをお聞かせ願えればと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

◎西山則夫会長 

 市長。 

 

●鈴木市長 

 委員仰せのとおり、まち協さんと自治会さんの中で役割分担が全て上手にいっていると

言い切れない部分もあることは私も認識をさせていただいているところでございます。そ

ういった中で、現在23の協議会の方々がそれぞれの地域課題の解決であったり、また魅力

の掘り返しであったり、さまざまな事業に取り組んでいただいております。 

 そういった中で現場に足を運んでみますと、非常に熱意を持って、これからの地域を次

世代にしっかり伝えていこう、子供たちを見守っていこう、こういった意志を非常に強く

感じているところでございまして、いろんな課題はあろうかと思いますけれども、そうい

った課題については改善しながら、これからのまちづくりに我々も尽力をしていきたいと

いうふうに考えております。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 ありがとうございました。市長さんの思い、よくわかりました。 
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 そういうところで、地域の皆さんはどう考えておるんだろうかというふうに思うわけで

ございます。当然のように、おのずと地域間の格差はあろうかと思うんですが、まち協の

役員の皆様方は大変な御尽力をいただいてもらっております。市民の感情としましては、

お金がいただけるのでいろんな事業を展開してもらっておるんやというような気持ちもあ

るのかなというふうに思うんです。市民の皆さんはまちづくり協議会の活動そのものが新

たな地域自治の仕組みであるというような認識を持っておられるかどうなのか、その点だ

け最後にお尋ねをさせていただきたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 まちづくり協議会の皆さんは、確かに活動事業費100万というふうな部分で活動してい

ただいておるというところの中で、予算があるからするというふうな認識はこちらからも

言っておりませんし、そのようには考えやんといてくださいというふうなところで、こう

いった活動をするから予算を執行するというふうな考えに立っていただいております。そ

の中で余ったら返還していただくというところもございますので、考え方としてはそのよ

うに実施をしていただいているというところでございます。 

 

◎西山則夫会長 

 環境生活部参事。 

 

●藤本環境生活部参事 

 何分、本格稼働から２年というところで設立間もないという部分がございまして、そう

いった部分で住民の皆さんからの認知というか、認識というのが少ない部分というのは認

めているところでございますけれども、その中でも住民の方が自分たちのまちは自分たち

でつくっていくんだと、そういう機運が高まっているのも事実でございます。そういった

部分でも私どもしっかりと情報発信をさせていただきまして、これからも取り組みさせて

いただきたい、そのように考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 先ほどの質問なんですけれども、誤解をいただくといきませんので発言させてもらうん

ですが、私が言わせていただいたのは、まち協の役員の皆さんのことを言うんやなくて一

般市民のことをお尋ね申し上げたわけでございます。参事さんがお答えいただいたんです

が、要は市民まで浸透はしていないというふうな状況の中ですもので、これからどんどん

そういう市民の理解を得るべく努力してほしいなということで質問させていただきました。 
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◎西山則夫会長 

 他に御発言ございませんか。 

 野崎委員。 

 

○野崎隆太委員 

 同じ地域自治推進事業のところで聞かせていただきたいと思います。 

 先ほどのやりとりを聞いておりましてもちょっと僕、よくわからないことがありますの

でお尋ねをさせていただきたいんですけれども、地域自治推進事業のまちづくり協議会と

いうのは、当初設立した経緯の中では自助、共助、公助といったところの共助の部分、例

えばまちづくりの協働ということでそもそも始められたのではないかと私は認識をしてお

ります。 

 先ほどから例えば地域がやりたいことをというような話があったんですけれども、最終

的にその目的は、地域自治を推進することで行政が持っている事務の負担の割合を減らし

たりとか、財政的に行政を、最終的にまちを市民みずからの手で助けていただくようなこ

とが本来の目的になってなかったかなと思っております。そのあたりの認識が、先ほどの

やりとりを聞いていても、そもそもまちづくり協議会に何かをしてもらうからお金を与え

るんじゃなくて、行政の手助けをしてもらうからお金を出しているんだというような認識

だと僕は思っているんですけれども、そこをちょっと確認させていただきたいんです。そ

れでもともとの目的は合っていますでしょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 確かに委員仰せのとおり、当初、地域で担っていただくことができる公共事業等を、財

源をお渡しして地域に実施していただくというふうなお話がございました。 

 27年度本格稼働に当たりまして、設立させていただくという説明に時間を費やしてきた

という部分がございまして、その辺が少し抜けている部分はあったかなというふうに思っ

ております。 

 

◎西山則夫会長 

 野崎委員。 

 

○野崎隆太委員 

 その中で、現状を見ておりますと、まちづくり協議会がある意味では頑張れば頑張るほ

ど行政のほうが例えば事務がふえたりとか、財政的に逆に負担がふえたりとか、そういう

現状が今、この２年ぐらい見ていると、僕、実際現場ではあるんじゃないかなと思ってい

るんですけど、まちづくり協議会からの提案を受ければ受けるほど行政事務がえらくなっ

て、財政的にも負担がふえているんじゃないかなと思うんです。実際にまちづくり協議会
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のところの地域自治のところの事業計画の指標、どういった数字を目標にしているかとい

うと、事業数を目標にしているだけで、ある意味では事業数がふえればふえるほどそれで

達成ができるというような計画に実際、今なっているんじゃないかと思うんですけれども、

行政事務の負担とか財政がどれだけ軽減されましたよという、その数字はどういう形でこ

れからはかられたりとか、そこをどうやって示されるのか、ちょっと教えてください。 

 

◎西山則夫会長 

 副市長。 

 

●藤本副市長 

 ふるさと未来づくりの事業の目的ですけれども、国と地方の関係というのは、御承知の

ようにこれまでは国が画一的な財源も持って、画一的なやり方で地域づくりも含めて行っ

てきた。そうではなしに、地域が地域の意思を持って、財源を持って地域ならではのまち

づくりをやっていくということで、行財政改革も国からのそういった権限移譲とか進めら

れてきました。そのことと同じように、市が各地域のまちづくりを画一的にやってきて、

そしてその事業を行うにしても順番を決めてやってきたという中で、地域が本当に優先的

にやりたい事業はこれだというのを市のほうがそのようにできなかった部分、これからは

そうではなしに、地域の中で優先順位を決めて、できる事業をやっていただく、地域の裁

量を広げていく、そういった思いでふるさと未来づくりというのは進めております。 

 そのことを、ちょっと先ほど市民交流課長が市の仕事を持っていただくというような、

委員さんもそのようなことをおっしゃっていただきましたけれども、そういった負のイメ

ージではなくして、地域の裁量を広げていくと、あくまでそういった考え方、そして私ど

もの市役所、市町村の事務というのは、市民の皆さんでできない事務、例えば公平性を補

完するとか公正性を補完するとか、そういったできない部分を私どもが補完していくとい

う方向性で、本格稼働してからまだ２年ですけれども、方向としてはそういう方向で進め

ていきたいということで行っておりますので、その点は御理解いただきたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 野崎委員。 

 

○野崎隆太委員 

 今、副市長から御答弁をいただきましたけれども、僕は、行政の事務が例えば軽減され

るとか、この事業によって例えば財政的に今まで使われていたよりも有効的な使い方をさ

れることによって財政的に楽になると、ある意味では。という効果が例えば出てきたとし

て、それを目的にしたところで僕、負だとは全く思っておりません。と申しますのも、例

えば先ほどの正しい使い方を地域が優先順位に合わせてやってくれるというのを副市長に

言っていただきましたけれども、それによって例えば財政の使い方の効率化ができて、違

うところに予算配分ができるかもしれませんし、地域でできることは地域でやってくれる

ということで行政事務がひょっとすると違うところに生まれ、ここに充てていた人的な資
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源が違うところに充てられるというような効果も僕は当然あるんじゃないかなと思ってお

ります。そういう意味で、地域の自治を推進していることで、違うところに今まで使って

いた行政事務の作業というか費用というか、そういったものを振りかえることができるん

じゃないかというような、そういう大きな構想が僕はあったと思っているんですけれども、

そういう構想はそもそもないということですか。 

 

◎西山則夫会長 

 副市長。 

 

●藤本副市長 

 財政的なものはもちろんありますけれども、それだけではなしに、その根本になるとこ

ろですけれども、例えばこれから重要になってきますのは地域包括ケア、これのシステム

というのをどうやって構築していくんやと、そのためには地域で担っていただかないかん

部分が多くあります。それを担っていただけるだけの地域に力をつけていただく、意思を

持っていただく、そのことによってそれぞれの地域の独自のまちづくりも生まれてくるで

しょうし、主体的に動いていただくということになってくると思います。 

 今、大きな課題というのは、委員言われたように市民の皆さんにその意識、認識がまだ

行き届いていない、それは大きな課題であるというふうに考えていますけれども、地域の

皆さんにそれぞれ自分たちの地域についてはこのようにしていくんだという中で地域自体

に力を持っていただいて、地域の裁量でまちづくりをできるだけやっていただく、そうい

った方向で考えています。財源のことはもちろんありますけれども、根本になる考え方と

いうのはそういうことだというふうに認識しております。 

 

◎西山則夫会長 

 野崎委員。 

 

○野崎隆太委員 

 わかりました。今、副市長のおっしゃっていただいたとおりといいますか、副市長のお

っしゃっていただくように、地域に力を持っていただくことが最終的には結局は地域自治

につながってまちづくりにつながる、それが最終的にいいまちをつくるという、そこに関

しては僕も何の異論も正直言うとございません。 

 ただ、僕が申したいのは、結局、今まで、ある意味では地域のことを考える時間を放棄

しろとは言いませんけれども、地域のことを考えるのに行政の職員さんがそれぞれ充てて

いた部分をある程度まちづくり協議会にお願いすることで、そこの地域のことを考えるの

に充てる時間を違うことにシフトすることができるんじゃないかと。それは、総合的にま

ちづくり協議会から上がってきたものを行政の中でも選別するという、そういう作業を僕

はしているんだと思っていましたもので、少し、ごめんなさい、言い方がわかりにくかっ

たですね。まちづくり協議会に地域のことを考えていただくことで、地域の細かい事情ま

では行政の職員さんが考えずにまちづくり協議会で考えていただいて、それが上がってき
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たものを行政の職員さんがある程度選別していって、その前の段階は全部地域のまちづく

り協議会の中で考えていただいていく、そういうシステムだと僕は思っていましたもので、

その点に関して結局、行政の事務が僕は最終的に楽になるんじゃないかというふうに認識

をしていたんです。 

 行政事務の効率化という点に関して、それだけ御答弁いただきたいんですけれども、ど

の程度までこれで達成ができるというか、そこに関しては考えているのか考えていないの

かだけお聞かせください。 

 

◎西山則夫会長 

 副市長。 

 

●藤本副市長 

 えらい申しわけないですけれども、今、委員がおっしゃっていただいたのは結果ですわ。

私が申し上げているのは目的ですわ。その違いやと思っています。 

 

◎西山則夫会長 

 野崎委員。 

 

○野崎隆太委員 

 それ、じゃ目的と結果が違うとして、その結果を求めることはされるんですか。 

 

◎西山則夫会長 

 副市長。 

 

●藤本副市長 

 繰り返し言うことになりますけれども、目的を進めていく中でそういった結果が出てく

ると。委員おっしゃられたように、私どもが地域全体でこういった事業をやっていこうと

いうことで１人の職員が携わっておったと。それが、地域の裁量で地域でやっていただく

ということによって、１人の職員の事務というのがその部分がなくなります。ということ

は、ほかの事務にそれを振りかえることができます。そういった中で市の職員の事務の軽

減というのは結果として出てくると、それは委員と同じです。ただ、それが目的でやって

いるのではないということでございますので、御理解いただきたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 他に、辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 私は違うところを聞きたいと思います。自治区振興事業のことで少しお聞きしたいと思

います。 
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 以前、自治会の法人化という部分で推進をされているところもありまして、そういった

ところが今どのような形になっているのか、ちょっとお聞きしたいと思っております。 

 今、法人化されております地縁団体というのは幾つの自治会のうちどれぐらいになって

いるのか、まずお聞きしたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 今、市内で175の自治会がございますけれども、約90弱ぐらいのところが地縁団体数と

してございます。 

 

◎西山則夫会長 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 そうすると、半分程度の自治会が地縁団体として認定されているというふうに理解させ

ていただきます。 

 あとの残りの半分の自治会ですけれども、この辺のところは地縁団体としての認定は進

めていないのか、どういった形になって、どういう条件でこうなったんやろうか、教えて

いただきたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 地縁団体というふうになる自治会さんというのは財産という部分を持っておられるとこ

ろということでございます。財産を持っていないところにつきましてはそういう地縁団体

になるということはありません。というところでございます。 

 

◎西山則夫会長 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 わかりました。そうすると、残りの半分の自治会さんは財産を持っていないというふう

に理解させていただきます。よろしいですか。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 
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●北村市民交流課長 

 その他にも、まだ共有名義というふうなところで持っておられるところもございます。

相続でまだ残っている部分もございますので、そういう意味でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 わかりました。要するに財産があってもまだ進んでいないところもあるということで、

理解をさせていただきます。 

 以前も、地縁団体の関係で財産を持っている、不動産関係は特にですけれども、登記簿

等を見てもたくさんの方が相続を持っていて、前も百何十人という方が財産を持っている

という形を言わせていただきましたことがありましたが、そういったことを手助けするた

めにも、地縁団体の推進を市民交流のほうでしっかり取り組んでいただきたいんです。そ

の辺のＰＲというのはどのようにされているのかなと思って、聞かせていただきます。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 27年４月から地方自治法の改正もございまして、地縁団体の相続登記が困難なところに

つきましてはそういった通知もさせていただきました。そういった部分もありまして御相

談を幾つか受けるところもございますので、そのような対応をさせていただいております。 

 

◎西山則夫会長 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 わかりました。しっかりと取り組んだっていただきたいと思います。 

 次に、自治会集会所の建設事業の補助金のことについて少しお聞きしたいと思います。 

 まず、この事業の内容を少し教えていただけますか。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 この事業につきましては、地域のコミュニティー活動の場を確保するという目的で、自

治会さんが集会所の新築、改築、それから増築、修繕、バリアフリー等を実施した場合に

補助金を交付ということでございます。内容的には、補助率が２分の１で、新築、改築等
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500万から700万の助成、それから増築、修繕、バリアフリーにつきましては100万を上限

に助成しているというところでございます。 

 

◎西山則夫会長 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 わかりました。そういった形での補助、助成をされているという形になると思います。 

 今度の新年度の予算の枠は1,108万1,000円というような形で計上されておりますけれど

も、この中身、予定している部分というのはどのようになっているか、内訳を教えてくだ

さい。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 建築、改築が約870万、それから修繕が100万、バリアフリーが約140万で、合計約111万

ということでございます。すみません、1,110万でございます。失礼しました。 

 

◎西山則夫会長 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 わかりました。先ほど、100万やったらすぐにまだ何かあるんかなと思いましたけれど

も、1,000万だということなので、そういった部分では、こういった事業はたくさんの需

要があるという形ですけれども、まだまだ知られていない部分があるのかなということも

考えられます。 

 自治会さんの建築とか改築が、需要がなければ当然もう要らないということになります

けれども、今後、いろんな改修等もこれからまだまだあるのかというふうに思っておりま

すので、この辺も、自治会長さんが毎年毎年かわっていく自治会さんもありますし、さま

ざまなところがあろうかと思います。継続してやられているところはそんなに心配がなく

て、この制度があるというのをわかっておられるんですが、引き継ぎがうまくいっていな

いところ、ないとは思いますけれども、引き継ぎがうまくいっていないところも含めてし

っかりと、この辺の情報提供というのは１回で終わるんじゃなくて、毎年毎年懇切丁寧に

やっていただきたいと思いますが、その辺の考えはありますか。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 
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●北村市民交流課長 

 この通知につきましては、毎年毎年予算計上の前に自治会さんに御通知申し上げて、そ

の結果こういうふうにいただいております。確かに自治会長さんが毎年かわられるという

ところもございますので、そのような対応をとっていきたいというふうに考えております。 

 

◎西山則夫会長 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 わかりました。よろしくお願いいたします。 

 その次、コミュニティー助成事業の関係でお聞きしたいと思います。 

 これは宝くじの関係だと思っておるんですけれども、金額的には4,330万という形で上

がっております。この中身をもう少し詳しく教えてください。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 この中身は、一般コミュニティー、備品でございますけれども1,600万、それからコミ

ュニティセンター、公民館の建設ですけれども2,390万、それから自主防災組織の育成と

いう部分で340万でございます。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 わかりました。宝くじの関係もしっかりと自治会さんにやっていかないかんと思います

が、先ほど冒頭で地縁団体のお話をさせていただきました。先ほど、財産があるところ、

ないところということで話をさせてもらいましたけれども、こういった助成制度を使いな

がら財産が自治会につくられるという形になると、この辺のところはどのように考えたら

よろしいんでしょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 建物という部分にかかわってくる部分もございます。建物というか土地もそうですけれ

ども、そういった部分でもし新しくとか購入とかいった部分に関しましては、やっぱり地

縁団体というふうになってもらわんとこの助成は受けられないというところでございます
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ので、その辺の助言なりをさせていただきたいというふうに思っております。 

 

◎西山則夫会長 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 助成はそういった形でしかできないので、地縁団体しかできないという形になるという、

これは、先ほどの話ですと不動産に限ってということで理解させていただいてよろしいん

ですね。そうすると、動産は別に問題ないということで理解させていただきますので、そ

ういったことを踏まえた上で、またしっかりとこういった助成制度もいっぱいあるし、先

ほども自治会長さんがかわっているとかいうこともありますので、されていると思います

けれども、しっかりとその取り組みを知らせていただきたいなというふうに思います。そ

のお考えだけもう一度お聞かせください。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 年度末、それから年度当初、市民交流課から各自治会さんへいろいろな助成金等につい

てのお知らせというのを年１回発送させていただいております。そういった部分もござい

ますので、この辺で対応いただければというふうに思っております。 

 

◎西山則夫会長 

 他に発言ございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎西山則夫会長 

 他に発言もないようでありますので、目19地域自治推進費の審査を終わります。 

 次に、目20国際交流事業費について御審査を願います。 

 

（目20国際交流事業費） 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、目20国際交流事業費の審査を終わります。 

 次に、目21コミュニティセンター費について御審査を願います。 

 

（目21コミュニティセンター費） 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、目21コミュニティセンター費の審査を終わります。 
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 次に、目22防犯活動推進費について御審査を願います。 

 58ページから61ページにかけてでございます。 

 

（目22防犯活動推進費） 

 

◎西山則夫会長 

 御発言はありませんか。 

 福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

 この中で防犯灯ＬＥＤ化推進事業について少しお伺いします。 

 これは昨年度からもやっておりまして、ことしも引き続きやっているということなんで

すが、自治会所有の防犯灯ＬＥＤ化、それから市所有の防犯灯のＬＥＤ化ということで、

防犯灯についてのＬＥＤ化でございます。 

 防犯灯をＬＥＤ化することによって電気料金の削減も30％でき、またＣＯ２の排出量も

削減できる、長寿命化もできるというようなことで、非常にいいことだらけかなというよ

うな気もしておりますが、その中で２点ほどお伺いします。 

 防犯灯を今回、昨年に続き平成24年から平成33年度の間の10年間で自治会所有の防犯灯

のＬＥＤ化も全て進めていくということでございますが、今年度全部終わりますと何％し

たことになるのか、あと何％残るのか、数字的なものでまず教えてください。 

 

◎西山則夫会長 

 危機管理課長。 

 

●日置危機管理課長 

 本年度、まだ途中ではありますが、今年度終了時点で約50％弱まで到達するという予測

をしております。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

 今年度終了で50％ということですね。わかりました。 

 その中で、先ほどいいところだらけかなというふうに言ったんですが、一つだけ懸念す

るところがございます。というのは、防犯灯ＬＥＤ化、蛍光灯と比べると非常に明るい、

防犯に関しては非常にいいことだらけなんですが、農作物に対して影響がないのかどうか

というようなことで少し懸念しております。 

 照明による農作物の影響というようなことで、稲、ホウレンソウ、そういうものについ

ては影響があるというふうなことで、いろんなところで研究の内容も出ております。その
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中で、ＬＥＤをつけるときに全ての自治会の防犯灯もＬＥＤ化を進めるということでござ

いますけれども、地域によっては農道の部分、それから稲を周りでいっぱいつくっている

と、そういうところもあろうかと思います。そういう場合のＬＥＤ化した場合に影響はな

いのかどうか、その辺は市はどのように考えておられるでしょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 危機管理課長。 

 

●日置危機管理課長 

 委員仰せのとおり、そこの部分についてはいろいろな自治会様から御相談をいただいて

おります。こちらのほうで質問いただいているのは、カバーをつけていいかとか、そうい

うふうなことで対応していただいている自治会様が出てきておりまして、こちらについて

も補助の対象として対応させていただいているところでございます。 

 

◎西山則夫会長 

 福井委員にお尋ねします。まだまだ続きますか。 

 

○福井輝夫委員 

 ほかにもうちょっとです。 

 

◎西山則夫会長 

 どのぐらいかかりますか、時間。質問は何分かかるんですか。 

 

○福井輝夫委員 

 あと５分ぐらいですか。 

 

◎西山則夫会長 

 少し、審査の途中でありますが、２時20分まで休憩をさせていただきます。 

 

休憩 午後１時58分 

再開 午後２時20分 

 

◎西山則夫会長 

 休憩前に引き続き、審査を続けます。 

 福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

 続けて質問させていただきます。 

 先ほど、防犯灯のＬＥＤ化ということで、今年度終わると50％ということで、非常にあ
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りがたく思います。 

 その中で、先ほど農作物の影響ということで、それの対策として遮光板をつけたものも

補助の対象ということでお聞きしました。遮光板をつけた場合、補助の範囲になってくる

と思うんですけれども、金額的についていないものは幾ら、つけたら幾らとか、その辺、

大分違ってくるんでしょうか、教えてください。 

 

◎西山則夫会長 

 危機管理課長。 

 

●日置危機管理課長 

 先ほど申しましたカバーにつきましては、金額全額をこちらのほうに補助金申請してい

ただいてございますので、そこの部分が幾らというふうな区分はこちらのほうでは資料は

ございません。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

 なるほど。そうすると、いろんな個数やらなんかを含めて全額の中でそこからというこ

とでございますね。 

 私とこの自治区も農業どころですので、その辺も加味しながら、今、稲のあるところ、

農道なんかはちょっとつけて様子を見ようかみたいな感じでやっているところもあります

ので、そういう面でカバーつきということで、防犯灯のカバーをつければ一方向しか光が

行かないということで、農作物へ光が行かなければ影響も少ないということですので、そ

の辺は非常に助かるかと思います。 

 ほかに、遮光板、カバーをつけるものと、それから最近はＬＥＤを農作物に影響の少な

いように研究開発もされておると聞きます。それがどれだけの金額するか、実際私も資料

はないんですけれども、それですと、ＬＥＤの照度の強さとか方向性とかいろんなことを

して、そういう研究開発の内容もインターネットにいろいろ出ております。そういう部分

についての情報は何かございませんでしょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 危機管理課長。 

 

●日置危機管理課長 

 そちらの情報については、現在持ち合わせておりません。 

 防犯灯につきましては上限もございますことから、情報を自治会様ともお話をさせてい

ただきたいと、そのように思っております。 
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◎西山則夫会長 

 福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

 ありがとうございます。わかりました。またその辺も一度、もし情報があれば、そちら

の値段が安ければそちらを使うとか、その辺の検討もしていただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 それと、ＬＥＤ化するためには既存の蛍光灯の撤去も必要でございます。その辺の撤去

についてはどういうような処分の仕方をしておるのか、参考にお聞かせください。 

 

◎西山則夫会長 

 危機管理課長。 

 

●日置危機管理課長 

 ＬＥＤへの取りかえにつきましては自治会様の事業としてしていただいておりまして、

各電気屋さんのほうでその取り扱いをしていただいていると、そのように思っております。 

 

◎西山則夫会長 

 他に御発言ございませんか。 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 私も、ここで１点お聞かせ願いたいと思います。 

 まずは、当初予算の説明資料、事業開始年度に誤りがあるように思うんです。一度確認

をしておいてもらいたいと思います。 

 それと、先ほど進捗なんですが、24年から始まって５年、ちょうど半分ですよね。50％

弱ということで聞かせてもらったんですが自治会所有の防犯灯、全体で何灯ございますか。 

 

◎西山則夫会長 

 危機管理課長。 

 

●日置危機管理課長 

 全体で約１万3,000灯、自治会所有の部分についてはございます。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

○鈴木豊司委員 

 ありがとうございます。 

 それと、概算で結構なんですが、ＬＥＤ化を１灯するとどれぐらいの経費がかかって、
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あと、市からどの程度支援をいただけるのか、その辺の状況をお示しください。 

 

◎西山則夫会長 

 危機管理課長。 

 

●日置危機管理課長 

 現在、上限を１万1,500円というふうな金額にしておりまして、事業費としては２万

3,000円、皆さんこの２万3,000円という金額で交換をしていただいておると、そのように

聞いております。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 ありがとうございます。わかりました。 

 そこで、今、伊勢市の財政は大変厳しいと思います。また、それぞれの自治会の懐事情

も地域地域でそれはいろいろあろうかと思うんですが、大変厳しい自治会が多いんかなと

いうふうに感じておるんです。 

 そこで、地元負担の軽減策といたしまして、上限の１万1,500円、この部分を何とかも

っと見直していただいて、地域が潤うような形で上げていただくようなお考えはないでし

ょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 危機管理課長。 

 

●日置危機管理課長 

 今お話しさせていただきました１灯当たり１万1,500円なんですけれども、こちらにつ

いては皆さんこの金額の上限ぐらいでかえていただいておりますので、現状も変わらず進

んでいくかと、そのように思いますので、すみません。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 地元負担１万1,500円でかわるということなんですか。 

 

◎西山則夫会長 

 危機管理課長。 
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●日置危機管理課長 

 大体２万円、２万3,000円、このあたりで１灯をかえていただいておりますので、もし

先ほど申されました自治会様というふうな話でいきますと、例えば補助率とかそういうふ

うな部分になろうかと思います。ですけれども、補助率を変更するというふうなことにな

りますと、なかなか以前に取り組んでいただいたそういう自治会様との部分もございます

ので、現在なかなか難しいかなと、そのように考えております。 

 

◎西山則夫会長 

 他に発言ございませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎西山則夫会長 

 他に発言もないようでありますので、目22防犯活動推進費の審査を終わります。 

 次に、60ページをお開きください。 

 目24諸費について御審査を願います。 

 

（目24諸費） 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、目24諸費の審査を終わります。 

 次に、62ページをお開きください。 

 項２徴税費、目１税務総務費について御審査を願います。 

 

《項２徴税費》（目１税務総務費） 

 

◎西山則夫会長 

 御発言はありませんか。 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 それでは、ここでは、以前一般質問でもお伺いしたことがあります住民税の特別徴収決

定通知書にマイナンバーを記載する伊勢市としての方針について、もう一遍聞かせていた

だきたいと思います。 

 伊勢市としての基本的な考え方は前回の一般質問で確認させていただきましたけれども、

中でも部長の御答弁で、法的根拠についてお伺いしましたところ、お答えいただいたわけ

なんですけれども、私の考えとしては、あれはできる規定であって、行政としての義務規

定ではないというふうに思っています。伊勢市の方針は表明してもらっていますけれども、

通知書への番号記載は行政としての義務として、しなければならないことではないという

ふうにあくまでも私は思うんですけれども、その辺について確認をさせてください。 
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◎西山則夫会長 

 課税課長。 

 

●世古口課税課長 

 黒木委員の御質問にお答えをいたします。 

 特別徴収税額決定通知書にマイナンバーを記載することについてということでございま

すけれども、番号法が目的といたします公平・公正な課税や事務の効率化のためには、個

人番号関係事務実施者である特別徴収義務者、いわゆる事業所でございますけれども、事

業所と個人番号利用事務実施者である市との間で正確な個人番号を共有する必要があるこ

とから、地方税法施行規則第３号様式である特別徴収税額決定通知書には、マイナンバー

を記載することということでされております。 

 また、市は、地方税法第321条の４第１項の規定及び地方税法施行規則第３号様式によ

り、事業所に対して従業員のマイナンバーを記載した特別徴収税額決定通知書を送致する

ことになっております。法律で決められていることでございますので、御理解賜りますよ

うお願い申し上げます。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 その主張はわかるんですけれども、それが義務になっているかどうかというところまで

確認をしたいんですが、本当にそれが義務になるのかどうなのか。伊勢市としては、そう

であるからそうする意思を持っているということはわかるんですけれども、そういう点に

ついてお伺いしたいんです。 

 実は、この問題では、他の自治体でもいろんなそういう関係者が話をする場合、別の解

釈も出ているということを私は聞いておりますので、伊勢市としての明確な考え方を聞か

せていただきたいんです。 

 

◎西山則夫会長 

 課税課長。 

 

●世古口課税課長 

 黒木委員の御質問にお答えいたします。 

 マイナンバーの記載につきましては、国あるいはまた県の通知等を注意しながら事務を

進めているところでございます。今お尋ねの件につきまして、国税庁のホームページ、番

号制度概要に関するＦＡＱでは、税務関係書類にマイナンバーを記載することが義務づけ

られましたということで国税庁のホームページのＱＡには整理されてございますので、御

理解賜りますようよろしくお願いいたします。 
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◎西山則夫会長 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 国税庁がそうやって書くのは私としては勝手やなと思うんですけれども、法的に本当に

義務という関係になっているかどうかということでは、そうではないんではないかという

ふうに思うんです。明確にお答えいただけませんでしょうか。あくまでも義務というふう

に、国税庁が義務と書いているというのは今説明いただきましたけれども、伊勢市として

もそういう関係にあるというふうに考えているんかどうなのか、教えてください。 

 

◎西山則夫会長 

 総務部長。 

 

●可児総務部長 

 ただいま、黒木委員からマイナンバーの記載につきまして御質問いただいたところでご

ざいます。 

 いま一度私どもも、いろんな御意見があるということでございますので、その点精査さ

せていただきたいなと思っています。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 わかりました。一度整理していただきたいと思います。 

 もう一つお伺いしたいのは、マイナンバーを記載することについて、市として特別徴収

事務を処理をする上で通知書に個人番号を記載する必要があるのか、要するに個人番号が

入っていないと伊勢市として処理できないのかどうなのか、この点について教えてくださ

い。 

 

◎西山則夫会長 

 課税課長。 

 

●世古口課税課長 

 黒木委員の御質問でございますけれども、課税の処理をすることは可能でございます。

そのことにつきまして、先ほどもお答えをいたしましたけれども、個人番号関係事務の実

施者である特別徴収義務者である事業所と個人番号の利用事務実施者である市との間で正

確な個人番号を共有するということになり、より正確に住民税事務の手続を通じて、番号

法が目的とする公平・公正な課税や事務の効率化につながるということで、マイナンバー

制度を利用して実施していくということになってございますので、御理解賜りますようお
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願いします。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 わかりました。いろいろ言っていただきましたけれども、とにかくナンバーが入ってい

ないと処理できない、そういう事務ではないということを確認できたと思います。 

 そこで、従業員が自分の雇い主である事業者に個人番号を知らせないケースもあると思

います。そういう意思を明確に持っている方もみえます。市が個人番号を事業所に知らせ

ることは、従業員から見たら、それが伊勢市民である場合もあります。従業員から見れば

個人番号の漏えいであって、事業所から見れば個人番号の押しつけになると。管理に対し

てそういうふうに番号をいただきますと、罰則まであるそういう管理責任というのが伴っ

てくるわけです。 

 もう一度確認させていただきます。 

 個人番号未記載時の受け付けについて、市として番号が入っていない場合、いろんな書

類の処理の場合、書類は受け取ることができるというふうに私は考えていますけれども、

市としてそういった場合に、いろんな書類の場合に番号が入っていない場合、差し戻しと

か、あるいは入れなさいよというような繰り返しの督促とか、そんなことはしないという

ことを確認していただきたいと思います。どうでしょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 課税課長。 

 

●世古口課税課長 

 委員の御質問でございますけれども、市全体ということになりますと私のほうでお答え

することはできませんが、今回、特別徴収税額決定通知書に係る部分の御質問ということ

にさせていただきますと、個人番号が未記載であってもお受け取りはしております。その

ことによって個人に督促をするということはいたしておりません。 

 ただ、特別徴収税額決定通知書を送付する際には、事業所に対して、個人番号を取得で

きない従業員様につきましては、引き続き個人番号の取得に努めていただきたい旨の通知

を同封してお願いさせていただくということで進めてまいりたいというふうに考えており

ます。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 わかりました。了解しました。 
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 じゃ、もう１点関連して、これ会長、ふるさと納税にかかわるところがあるんですけれ

ども、関連しますので質問させていただきます。 

 ふるさと納税の中にワンストップ特例制度というのがあると聞いています。そこでは、

寄附を受けた自治体が寄附者が住んでいる自治体に対し、寄附額分の税を控除するよう通

知することになっているそうです。そして今回、その作業の中で、ある自治体では通知書

に記載されたマイナンバーが寄附者と異なるという報告が相次いだというようなことが新

聞記事でもありました。これ、報告を受けて通知書の内容を調べたところ、 174自治体

1,992人分のマイナンバーが別人のものであるというふうにわかったそうです。原因は、

寄附者の個人情報を管理している表計算ソフトの誤動作、情報を並べかえたときに氏名欄

とマイナンバー欄にずれが生じ、そのまま通知書に印刷してしまったという状況だったそ

うです。 

 こういったことが、同じようなやり方しておるとは限りませんけれども、伊勢市として

はどのような対応をやるとしたら気を使ってやっていくのか。言いたいのは、マイナンバ

ーというのはあらゆる作業の場でこういったことが起こり得るんじゃないかということで、

改めて懸念を表明したいんですけれども、この点について教えてください。 

 

◎西山則夫会長 

 企画調整課長。 

 

●辻企画調整課長 

 マイナンバー制度、ふるさと納税、ふるさと応援寄附金に関する御質問でございますが、

御紹介いただきましたように、寄附者のほうから寄附先の自治体に、これはワンストップ

サービス、５自治体までということですが、その場合、寄附者の申請に基づいてその手続

をとることになっております。 

 本市の場合ですと、データを入れておる中で、最終的にはこちらのほうの発送をすると

か先方の自治体様に御連絡するときには複数人で確認させていただいておりますので、そ

のようなことがないように注意して作業しておるところでございます。 

 

◎西山則夫会長 

 他に発言ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、目１税務総務費の審査を終わります。 

 次に、目２賦課徴収費について御審議を願います。 

 

（目２賦課徴収費） 

 

◎西山則夫会長 

 御発言はありませんか。 



－76－ 

 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 それでは、賦課徴収費について関連して伺います。 

 各伊勢市の税の督促状送付件数は、平成27年度決算事務の概要では４万7,913件とされ

ていますけれども、その際の市税の滞納者数と金額、差し押さえ処分の件数と金額につい

て、わかっておりましたらお教え願えますか。 

 

◎西山則夫会長 

 収納推進課長。 

 

●藤井収納推進課長 

 黒木委員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、市税の滞納者数でございます。平成27年度でございますと5,723名でございます。 

 伊勢市におきます差し押さえ処分件数と金額でございますと、平成27年度は295件、金

額で約２億9,950万円でございます。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 わかりました。その場合に、お伺いしたいのは、そういう差し押さえ処分をする際に十

分な聞き取り、あるいは財産調査を行った上で、かつその方の生活状況を十分に把握した

上で差し押さえ処分などは行われるべきだと思いますが、親身な納税相談を行いながら徴

税業務をしていただく必要があると考えています。この点ではどのような立場で具体的に

行われているのか、聞かせていただきたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 収納推進課長。 

 

●藤井収納推進課長 

 財産の差し押さえにつきましては国税徴収法や地方税法に基づいて対応させていただい

ておるわけでございますが、本来でございますと、納期限を過ぎて20日以内に私どものほ

うから督促状を送付し、その後10日を経過しても納付いただけない場合については差し押

さえしなければならないということになっております。 

 伊勢市の場合につきましては、財産調査の結果を踏まえまして、滞納処分する前に催告

書とか差押執行予告書を送付いたしまして、御事情のある方については私どものほうに納

付相談をしていただくよう周知をさせていただいているところでございます。 

 しかしながら、結果的に資力があって滞納処分に至るケースや、資力がない場合につき
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ましては分納誓約によります納付や執行停止の判断を行うなど、私どもとしては公平・公

正な立場で対応させていただいておるところでございます。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 わかりました。その中で、もうちょっと詳しく教えてほしいんですけれども、執行停止

あるいは資力がないとおっしゃいましたけど、その辺の線引き、基準というのがあると思

うんですけれども、その辺について教えてください。 

 

◎西山則夫会長 

 収納推進課長。 

 

●藤井収納推進課長 

 私どもとしては、市税等滞納処分執行停止マニュアルに基づきまして、公平・公正な立

場で全て対応させていただいておる状況でございます。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 そのマニュアルですけれども、具体的に家族の構成人員によっても違うと思います。金

額についてはどのようになっているでしょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 収納推進課長。 

 

●藤井収納推進課長 

 一例を挙げて、給料を差し押さえさせていただく場合のことにつきまして御説明をさせ

ていただきますと、国税徴収法に基づきまして手取り額、総支給額から源泉所得額、特別

徴収の住民税及び社会保険料を控除したものでございますが、納税者の家族構成によりま

して一定金額、お一人の場合は10万円でございます。 

 生計をする親族１人につきまして４万5,000円の合計を、扶養者１人の場合は14万5,000

円という形になるんですが、を超える場合に限り、その超える額の８割を限度として私ど

もは差し押さえをさせていただいておる状況でございます。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 
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○黒木騎代春委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 その際、先日、一般質問でも国民健康保険料のことをお伺いしました。今は税の方面か

らの視点のお話だと思います。しかし、国民健康保険料も対象者は全員加入することにな

っておりますので、国税徴収法の徴収の場合は対象にその範囲内でということになってい

るというふうに聞いております。国保料は、財政上の構造的問題が解決されていないため、

負担能力を超えた賦課がされているケースが私は多く見られる場合があると考えています。 

 また、介護保険制度の場合は、境界措置といいまして、介護サービスを利用する際に自

己負担額などが規定どおりに賦課されますと生活保護の最低生活費を下回るけれども、利

用者負担段階を下げることによって負担を軽くすることによって生活保護を受けなくても

済む場合は、その利用者負担段階を下げる制度があります。しかし国保の場合は、７割、

５割、２割軽減の措置がありますけれども、境界措置の考え方はなく、盲点となって漏れ

ているというような状況があります。これは課題となっていると思います。 

 現在の制度のとおり、賦課がかかれば生活保護水準以下になってしまうケースもあろう

かと思いますが、そうなりますと国税徴収法に反する賦課水準にもなりかねないわけで、

その際、滞納処分の執行について、差し押さえ禁止額の周知徹底も含めて丁寧な対応が必

要だと思います。税のほうと国保とかそういう担当課が縦割りになっていますので、その

辺の連携がないとこれは判断しかねるという場合があると思うんです。 

 こういう場合、伊勢市としてはどういうふうに対応するんかというのは大事になってく

ると思いますが、その辺についての考え方をお教えください。 

 

◎西山則夫会長 

 収納推進課長。 

 

●藤井収納推進課長 

 市税は他の公課より優勢して徴収できるということにはなっておりますが、国民健康保

険料等の公課につきましても、この４月に機構改革がございまして、私ども収納推進課の

ほうで公課の滞納整理、生活困窮者の対応も全てさせていただいておりますので、一体的

に財産の調査、生活状況を確認させていただき、実情に合った分納誓約を交わすなど丁寧

な対応をさせていただいておる状況でございます。 

 また、給与の差し押さえをさせていただく場合の禁止額の説明につきましても、納付相

談時に具体的な計算方法等も滞納者の方にお示しをさせていただきながら、丁寧な対応を

させていただいておる状況でございます。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 その際に、先ほど教えていただきました10万円とか４万5,000円とかこういう基準、そ
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んなようなことも共有してもらっていますでしょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 収納推進課長。 

 

●藤井収納推進課長 

 私ども収納推進課で滞納整理をさせていただいておるわけでございますが、ほかの公課

につきましても、私どもで研修会等も開催をさせていただきながら、できるだけ各公課の

ほうでも滞納処分をしていただくような形で私どものほうから積極的な説明会等も開催を

させていただき、現在は、全ての課はそこまでは行っておりませんが、もう既に滞納処分

の状況もするということでお聞かせをいただいております。各公課ともさらに連携を密に

しながら対応してまいりたい、そのように考えておりますので、御理解のほどよろしくお

願いします。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 わかりました。ぜひよろしくお願いいたします。それぞれ意識がばらばらで対応しても

らうと困りますので、よろしくお願いします。 

 それではもう１点、三重県の三重地方税管理回収機構に委託している問題に関連して伺

います。 

 この間の各年度の移管件数あるいは滞納額の本税とか徴収金額、数字を教えていただい

ておりますが、これを見ますと、平成26年度ぐらいから大体もう一定の回収率まで来て、

そこから余り変化がないようになってきている。これは、当初はかなり難しい事例もあっ

たんですけれども、最近はかなりそういう事例は困難事例じゃないというケースが多いの

かなというふうに私、勝手に判断しております。 

 それから、この間、税の回収機構に伊勢市から出向されて、そこでいろんな事例も体験、

経験を積まれて、伊勢市の本庁へ職員の方も帰ってきていただいて、伊勢市の本庁として

の対応もかなり力をつけてみえるというふうなこともお伺いしております。そういった意

味では徴収率も一定の水準に来ているんじゃないか。そういう状況の中では、管理回収機

構に対して費用対効果の面から、引き続き手数料を払い続けていくということ、これにメ

リットがあるんかという点での疑問もあるわけなんですけれども、その辺の考え方につい

て教えてください。 

 

◎西山則夫会長 

 収納推進課長。 
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●藤井収納推進課長 

 確かに委員仰せのとおり、近年、回収機構等へ職員を派遣させていただいて、職員が徴

収実務の知識やノウハウを習得させていただいたことによりスキルアップをしまして、先

ほども御説明させていただいたように、滞納者数、滞納金額等々も減少して、収納率もお

かげさまで向上しておる状況でございます。 

 ただ、不動産や売掛金、自営業などの財産や収入があるのは私どもで確認をできますが、

専門知識や処理が必要な滞納事案がまだございますことから、引き続き、困難案件につき

ましては管理回収機構に移管をさせていただき、連携しながら滞納整理を行ってまいりた

い、そのように考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 わかりました。依然としてまだそういうところに出さざるを得ないような事例もあるん

だということだと思いますけれども、県内では、名張市さんなどは既に費用対効果の面か

ら検討して、離脱するというような決定をされておるということなんですけど、その辺の

違いというのがあるんでしょうか。その辺について、伊勢市の今後の方向性も可能性とし

てあるんでしたら教えてください。 

 

◎西山則夫会長 

 収納推進課長。 

 

●藤井収納推進課長 

 今、委員から名張市さんが30年４月から脱退ということでお話がございました。名張市

さんの場合につきましては、いろいろ御事情もあるのかもわかりませんが、自分たちで全

て対応できるだろうという判断のもとに30年４月１日から脱退というお申し出がありまし

た。ただ、脱退という形になりますと、平成24年に地方税の改正がございまして、脱退す

る場合については、特例で、まず名張市さんの場合は、市議会で回収機構からの脱退につ

いて可決をいただいて、ほかの全ての構成団体に脱退したいということで書面で予告をさ

れたところでございます。 

 今後、私どもにつきましては、先ほど申し上げましたとおり複雑な案件がありますこと

から、引き続き機構さんと連携させていただきながら対応したいと、そのように考えてお

りますので、御理解のほどよろしくお願いします。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 
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○黒木騎代春委員 

 わかりました。また機会があればお伺いしたいと思います。 

 それでは、もう一つ、固定資産税の評価にかかわってお伺いしたいと思います。 

 先日私、市民の方から相談を受けまして、そういったことがあるんかなということで改

めて認識を新たにしたんです。固定資産税の課税の額について、建物とか土地の評価に関

してですけれども、例えば地盤沈下とかそんなので土地の価値が従前の価値ではちょっと

割に合わんのやないかと、あるいはそれに関連して建物の使い勝手も毀損するような事態、

こういった不動産の価値に変化があったと見られる場合、課税額の見直し、こういったこ

とも必要となってくることがあると思います。どんなような手段あるいは基準をもって伊

勢市は日々の業務をされておられるのか、その辺について教えてください。 

 

◎西山則夫会長 

 課税課長。 

 

●世古口課税課長 

 黒木委員さんの御質問でございますけれども、土地または建物の評価につきまして、従

来と土地の状況が変わったり、あるいは家屋の状況が変わったりした場合、どのような対

応をしているかということでございます。それにつきましては、当然調査の中で気がつい

た場合はその部分、対応してまいりますけれども、基本的には当該土地及び建物をお持ち

の方からお話をいただいて、それに対して調査にお伺いして、その状況を確認した上で再

度また課税の評価を見直しさせていただくというような対応になるということでございま

す。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 わかりました。そういうことは可能であるけれども、あくまでも市民から、当事者から

訴えがないことにはそういう手続は始まらんということで、申請主義だということだと思

うんです。こういうことができるというようなそういう制度の基準の周知徹底というのが

あまり見受けられないように思うんですけれども、その辺についてはどのようなことにな

っておるんでしょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 課税課長。 

 

●世古口課税課長 

 個々の事例に関しての見直しの部分について周知をしているということではございませ

んけれども、状況が変わった際にはということで、納税通知書等の中で案内はさせていた
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だこうというふうに考えております。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 そうすると、今まではあまりそういうことはやっていなかったけれども、今後はそうい

うこともやられるという意味でしょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 課税課長。 

 

●世古口課税課長 

 非常に件数的には少ないケースでございまして、その辺のところをどういうふうな対応

が適当か考えた上で、その部分について検討してまいりたい、研究してまいりたいという

ふうに思っております。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 行政手続法というのがありますけれども、行政の側は全て情報をそういう制度もあると、

いろんな可能性に対応できるということはわかりますけれども、市民からはそういうこと

はわからんと思うんです。聞いてみて初めてこういうことができるということを今回、私

も一緒に体験させていただいたわけです。そういう意味では行政の側の不備ではないかな

というふうに思うんですけれども、その辺について一言いただきたいというふうに思うん

ですが、どうでしょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 総務部長。 

 

●可児総務部長 

 固定資産税の決定機関という観点からの御質問だと考えております。 

 私どもといたしましても、適正賦課に資することから、可能な限りそういう固定資産税

の家屋でありますとか土地の調査等については担当レベルでやっておるところでございま

すが、やはりいかんせん件数等々もございますもので、申請をいただかなければそういう

わからない場合もあろうかと思います。 

 今後、先ほど課長のほうで答弁申し上げましたそういった補正等々がかかるような場合

も可能性としてはございますので、どのような形でのアナウンスがいいのか、一度研究さ
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せていただいて、周知も考えていきたい、そのように考えております。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 他に発言ないですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、目２賦課徴収費の審査を終わります。 

 次に、64ページをお開きください。 

 項３戸籍住民基本台帳費について、項一括で御審査を願います。 

 

《項３戸籍住民基本台帳費》 

 

◎西山則夫会長 

 御発言ありませんか。 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 ここでは、戸籍業務の窓口業務の民間委託の検証についてお伺いします。 

 行革のところでも、資料を見ますと検証というような言葉もあったように思います。市

民各層の声を反映した政策、こういう業務のあり方というのが一層求められているという

意味でも、窓口というのは広報広聴機能を充実させていく、維持していくという意味から

も大事だと思うんです。特に、積極的に意見を言わない市民、サイレントマジョリティー

というそうですけれども、こういった市民の声をいかにして吸い上げるかが重要になって

いると思います。そういった意味から、日常の窓口業務で市民と接したときにつかんだ市

民からの素朴な意見、これを大切にしていただく必要があると思います。声の大きい一部

の個人や団体の意向で事業のあり方が左右されるのではなく、広く市民層の意見を反映さ

せることが求められます。そういう意味でも、戸籍窓口というのは最も市民と対面する機

会の多い、件数の多い部署ではないかなというふうに思うんです。 

 そういう観点からも、窓口を職員以外の民間にお願いするということに対しては、改め

てそういう意味で検証もお願いしたいと思うんです。そういった重要性についての考え方、

それから検証についての考え方をお伺いしたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 戸籍住民課長。 

 

●古布戸籍住民課長 

 戸籍の窓口につきましては、例えば出生、住所の変更とかそういうふうなお届けの部分、

また、住民票であるとか印鑑証明であるとかそういうふうな証明をとられる方、そういう

ふうな方が窓口にお見えになるわけでありますけれども、民間でできる部分については民
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間のほうでしていただく、また、いろいろ窓口、マイナンバーの部分については職員のほ

うでもやっておりますので、いろいろ御意見をもらいながら進めているところであります。 

 また、窓口のアンケートも実施をしておりますし、市民のほうからも満足というふうな

部分で九十何％の部分をいただいておりますことから、また引き続いて業務委託で進めて

いきたい、そういうふうに考えております。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 私、マイナンバーは職員でもやるというんですけれども、やっぱり直接対面するという

そういう機会が多いのは、今民間に委託された部門が一番この機会としては多いんではな

いかなと、重要性というのはおろそかにできないなというふうに改めて思っております。 

 それから、もう１点お伺いしました検証について、どういうふうな観点でされるのかと

いうことも含めて再度お願いいたします。 

 

◎西山則夫会長 

 戸籍住民課長。 

 

●古布戸籍住民課長 

 当初の部分でどういうふうな問題があるんかというふうなことで、いろいろ検証もさせ

ていただきました。窓口については、当初に本当に一番最初の部分では、混み合って窓口

でお客様に迷惑をかけた部分もあったんですけれども、去年の正月明け、ことしの正月明

けについてもそういうふうなことも解消いたしております。 

 あと、職員のスキルの部分、これについても法務局等との研修、またいろんな部分で職

員の研さんを進めながらスキルを保っていきたい、そういうふうに考えておりますので、

よろしくお願いします。 

 

◎西山則夫会長 

 他に発言ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、項３戸籍住民基本台帳費の審査を終わります。 

 次に、項４選挙費について項一括で御審査を願います。 

 選挙費は、66ページから69ページでございます。 

 

《項４選挙費》 
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◎西山則夫会長 

 御発言はありませんか。 

 野崎委員。 

 

○野崎隆太委員 

 選挙費のところで少し端的に聞かせていただきたいと思います。 

 まず、予算書の中にもありますけれども、来年市長選挙、市議選挙とあるわけなんです。

伊勢にとって重要な選挙、どの選挙も重要ですけれども、こういった選挙に選挙啓発と呼

ばれる常時啓発、選挙啓発と選挙時啓発とあると思うんです。啓発の周知徹底ということ

で、どのような啓発とか、もしくはどのような体制でやられるのかとか、そのあたり、も

しありましたらお聞かせいただけますでしょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 選挙管理委員会事務局長。 

 

●小森選挙管理委員会事務局長 

 野崎委員の御質問にお答えいたします。 

 委員おっしゃられましたように、今度の秋でございますけれども、市長及び市議会議員

選挙が執行されます。これにおきまして、選挙時啓発といたしまして、市内の４つの商業

施設におきまして選挙期日等を記載したラベルの入ったポケットティッシュとかを用いま

して、まず街頭啓発を実施したいというふうに考えております。 

 また、啓発ポスターのというのも今回作成いたしまして、市の施設とか商業施設、高校

等、また大学に掲示の協力をお願いして、投票率の向上に努めてまいりたいというふうに

考えております。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 野崎委員。 

 

○野崎隆太委員 

 新しく大学とか高校にポスターを貼っていただけるということで、いろんな新しい取り

組みをしていただけるということは大変にいいことだと思います。 

 １点お伺いをしたいんですけれども、よその町の事例で、例えば商業施設に期日前の投

票所を設けたりとか、もしくは大学に設けているだとか、場所によっては、地区によって

は駅に設けたりとか、その町々で駅の乗降者数なんかも違いますし大学の規模も違います

ので、適している適していないというのは別として、そういった商業施設の投票所の設置

とか、そのあたりのことは予算書の中ではどういうふうに反映されているのか、また、も

しくは考えがあるのか、お聞かせください。 
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◎西山則夫会長 

 選挙管理委員会事務局長。 

 

●小森選挙管理委員会事務局長 

 それでは、質問にお答えさせていただきます。 

 委員も御存じのとおり、現在、庁舎改修が行われるということで、これまで選挙のとき

に東庁舎の４階で期日前投票所を設置しておりましたけれども、今後この設置、使用がで

きないということから、私どもといたしまして、改修工事が完了するまでの間、かわりの

施設といたしまして市内の商業施設に期日前投票所を設置する予定で現在おります。この

ことに関しましては、本来ですと市役所の東庁舎でこれまで投票所を設置しておりました

ので、まず周辺の地域の施設で投票所の調査をさせていただきました。その調査の結果と

いいますのが、やはり期日前投票期間、継続した期間、期日前投票所としてその場所をお

借りすることがなかなかできないといった状況がございました。 

 ですので、私どもとしましてはもう少し範囲を広げて、今、野崎委員もおっしゃってい

ただいたように、他市でも現在、商業施設での期日前投票を実施しておりますところもご

ざいまして、一度、今回の機会に商業施設で伊勢市も期日前投票所を設置して、今度の市

長、市議選挙を執行したいというふうに考えております。 

 ですので、これに関しまして、私どもといたしまして予算が今、議員おっしゃっていた

だきましたように承認されましたら、速やかに市民の皆様に投票所が変更となることを周

知させていただいて、当然これ、民間の施設をお借りするわけですので、賃借契約、そう

いったものに今後取り組んでいきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 他に御発言ございませんか。 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 私も、選挙に関連して、投票率にかかわってお伺いしたいと思います。 

 投票率低下というのは今、国を挙げての課題になっているというふうに伺っていますが、

2014年に日本学術会議の政治学委員会というんですか、ここの政治過程分科会というとこ

ろが取りまとめた提言というのを見ました。ここで投票率低下への対応策、国民主権を基

本原則の一つに捉えた民主主義諸国において、各種選挙における投票率の低下と政治的無

関心の増大は政治の民主主義的正当性を揺るがしかねない問題としています。有権者数が

減少した過疎地に対しては、いたずらに投票所の再編を図るだけでなく、期日前投票に際

してはバスなどを利用した移動投票所の設置などの柔軟な方策によって、有権者の投票機

会の実質的な保障を目指すことが重要であろうとされております。 

 要は今、行政としては、権利を行使しない人の責任であるというような考えでは済まな

い大事な問題だというふうに考えるんですけれども、この辺について、考え方についてお
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示しください。 

 

◎西山則夫会長 

 選挙管理委員会事務局長。 

 

●小森選挙管理委員会事務局長 

 黒木委員の御質問にお答えいたします。 

 今、選挙時のバスとかいうお話もございましたが、今現在、伊勢市に50投票所ございま

す。その中で、投票所の設置基準に関しましてですけれども、そもそも公職選挙法上、市

区町村にある選挙管理委員会でまず設置することとあります。その上で、少し古いんです

けれども、たしか旧自治省の時代に設置基準なるものがつくられまして、その中を見ます

と、自宅から投票所までおおむね３キロ、また有権者数としましておおむね3,000人、こ

れを一つのめどとして、各市区町村の事情に応じて投票所を設置するというふうになって

います。 

 その中で、現在伊勢市として、バスの状況というのは、正直申しまして他市の状況を見

ていますと、これは投票所の数を減らす一つの処置ということで今現在取り組まれておる

ところが大変多いというふうに私、認識しております。その上で、伊勢市の投票所の数の

見直しとかは、年１回、毎年４月でございますけれども、４月の選挙管理委員会の場にお

きまして委員の皆さんにいろいろと見直しについて協議していただいております。 

 現時点では、今後、当然伊勢市も高齢化がまだまだ進展していく中で、投票所の数を減

らすことはまずできないということで、現状維持ということで今考えておりまして、です

ので私どもとしましては、黒木委員がおっしゃっていただいた部分については当面の間、

50投票所をそのまま維持していきたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 わかりました。投票所の現状維持は人口が多少の今後の動向があっても守っていきたい

という基本的な考え方、このこと自体は歓迎されるべき考え方だと思います。 

 今、基準として３キロメートルあるいは3,000人というお話をしていただきました。あ

る調査では、やはり投票所が遠いほど選挙に行かなくなる傾向があるということで、第23

回の参議院選挙では、投票所まで５分未満の人は77％が投票したと。20分以上の人は52％

にとどまっていたと、こういう調査を見ても、投票所までの距離というのが大きなハード

ルになっているということが言えると思います。 

 こういった投票所の問題について、選挙管理委員会で議論もされていろいろ方向性なん

かも出されることもあるんだと思うんですけれども、そういう意味で、投票所ごとの分析

というのも抜本的な対応としては今後、要ってくるんではないかなと思うんです。 

 そういった意味では、事務局としてそういった議論がなされるような、促すような資料
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なども準備していただいて、より有権者にとって投票しやすい環境をつくっていただく議

論というのが要るんじゃないかと思うんですけれども、その辺についてお考えがありまし

たらお教えください。 

 

◎西山則夫会長 

 選挙管理委員会事務局長。 

 

●小森選挙管理委員会事務局長 

 黒木委員の御質問にお答えいたします。 

 当然、私どもといたしましても各投票区ごとの投票率を把握しております。ですので、

今恐らく黒木委員おっしゃっていただきましたのは、選挙をしてやりっ放しにならないよ

うにといった部分を含めて今お話ししていただいたと思いますので、当然今後、私ども事

務局だけではなく、選挙管理委員会としても定例会、また臨時会の場におきましてそうい

う機会を設けて、伊勢市に一番いい形はどういった形の投票所であるのかをこれからも調

査研究してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 他に発言ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎西山則夫会長 

 他に発言もないようでありますので、項４選挙費の審査を終わります。 

 次に、70ページをお開きください。 

 項５統計調査費について項一括で御審査願います。 

 

《項５統計調査費》 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、項５統計調査費の審査を終わります。 

 次に、72ページをお開きください。 

 項６監査委員費について項一括で御審査願います。 

 

《項６監査委員費》 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようですので、項６監査委員費の審査を終わります。 

 以上で款２総務費の当分科会関係分の審査を終わります。 

 次に、90ページをお開きください。 

 款３民生費の審査に入ります。 

 当分科会の所管は、項５人権政策費となります。 



－89－ 

 

 それでは、項５人権政策費について項一括で御審査願います。 

 

【款３民生費】《項５人権政策費》 

 

◎西山則夫会長 

 御発言はありませんか。 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 少し聞かせていただきたいと思います。 

 昨年９月の議会で一般質問させていただきました性的マイノリティーの関係を、少しそ

の後の経過を含めてお聞きしたいと思います。 

 当時、一般質問させていただいたときの御答弁等を確認しますと、当事者に対する総合

的な相談窓口の設置についてどう考えているのかということでお聞きいたしました。研究

していきたいというお答えだったんですが、その後、研究された中で、今回の29年度の予

算についてどのように反映されているのか、お聞きしたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 人権政策課長。 

 

●江崎人権政策課長 

 今、委員御質問の件でございますけれども、相談窓口につきまして、今現在、県内で設

置しているところはございません。それで、県で一括そのほうの相談を受けていただいて

おります。また、県外で設置しているところがございまして、そのところに今いろいろ聞

き取り調査をさせていただいております。問題点等もいろいろあることもお伺いしており

ますので、今後さらに研究を進めてまいりまして考えてまいりたいと思います。御理解賜

りますようによろしくお願い申し上げます。 

 

◎西山則夫会長 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 わかりました。国とか県の動向も含めてやっていくということなんですが、県外では相

談窓口等もあるということは私も伺っております。その辺の対応は、またこれからもしっ

かり考えていただきながら取り組んでいただきたいと思います。 

 それから、あのときにいろいろ質問させていただきました中で一つ、パートナーシップ

制度についての取り組みについて質問させていただきました。市長の答弁も前向きな御発

言があったかと思っております。そういった意味で、今回の29年度予算についてこの辺は

どういうふうに取り組まれる予定なのか、お聞きしたいと思います。 
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◎西山則夫会長 

 人権政策課長。 

 

●江崎人権政策課長 

 ただいま、その制度を取り入れてみえます県内外の自治体様に制度の制定の手順とか、

また制度制定後の問題点等を聞き取りさせていただきまして、調査研究をさせていただい

ています。 

 そして、まずパートナーシップ制度を取り入れる前に、市民の方、また企業の方にはＬ

ＧＢＴ、性的マイノリティーのことをもっと知っていただく必要があると思いますので、

今回の予算で啓発に関します予算等を盛らせていただきまして、市民の方、また企業の方

に啓発も進めてまいりたいと思いますので、御理解賜りますようお願いいたします。 

 

◎西山則夫会長 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 わかりました。 

 啓発費が今回は予算的には盛られていると。パートナーシップ制度に関しての取り組み

は前向きな御発言だったと思っておりますので、そうすると、いつごろ制定する予定を考

えておられるのか、お聞きしたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 人権政策課長。 

 

●江崎人権政策課長 

 ただいま、先ほども申しましたが、もう制度を取り入れてみえる自治体さんにいろいろ

お伺いしてまいりました。その際、一部の自治体さんですけれども、当事者の方とか当事

者団体の方との意見を交わすのが少なかったりとか助言をいただかなかったり、また市民

の方に啓発が少なかったというふうな形で、制度がちょっと先走りしてしまったようなこ

ともお伺いしています。私どもとしては、そのようなことがないように、性的マイノリテ

ィーの当事者、団体の方、そしてまた関係各機関と十分に検討してまいりまして、できる

限り当事者の方の心に沿った制度にしてまいりたいと思いますので、いましばらく制度の

研究、検討をしてまいりたいと思います。御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

◎西山則夫会長 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 わかりました。確かに当事者が一番大事になってきますので、当事者の配慮をしっかり
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と考えていただきながら取り組みをお願いしたいというふうに思っています。どうかよろ

しくお願いいたします。 

 あと、ハード的な部分でのトイレの問題さまざまあったんですが、企業等にも御相談い

ただくというようなお話もありました。その辺はどのよう進んでおられるか、確認させて

もらいたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 人権政策課長。 

 

●江崎人権政策課長 

 それも、ただいま委員おっしゃられましたように、当事者の方の気持ちというか、当事

者の方がそれを見てどう思われるかというふうなところも大切なことだと思っております。 

 それで今、当事者の方と、一体どんなマークがいいのかな、また他市さん、他県ではど

のようなマークを使ってみえるのかなというふうな形で今資料を集めてまいっております。

ですので、そのことに関しましてもいましばらく研究させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

◎西山則夫会長 

 他に発言ございませんか。 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 この項で、昨年、国会で部落差別解消法なるものが成立いたしました。私自身は、こう

した動向、流れというのは同和問題の最終解決に逆行するものではないかと思っておりま

す。時計の針を逆に戻す、そういう作用を果たすものではないかと懸念をしております。

こういう法律が通ったことに対して伊勢市としてはどのように受けとめてござるのか、教

えてください。 

 

◎西山則夫会長 

 人権政策課長。 

 

●江崎人権政策課長 

 この法は、部落差別のない社会の実現に向けまして国、地方公共団体の責務を明らかに

します理念法というふうに思っております。ですので、市としましては今までどおり市民

全体、また市内各地域、小学校区、人権施策推進協議会などできめ細かく啓発を実施して

まいりたいと思います。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 
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○黒木騎代春委員 

 わかりました。今、課長のお答えで、今までどおりというお言葉を含めて説明していた

だきました。あの内容は今度の法律があっても変わらないということでよろしいでしょう

か。 

 

◎西山則夫会長 

 人権政策課長。 

 

●江崎人権政策課長 

 御承知のことと思いますけれども、平成18年に伊勢市は人権尊重都市の宣言をしており

ます。部落差別だけではなく、女性、子供、障がい者、今の性的マイノリティーの方々の

人権、全ての人権問題の解消に向けて、今までどおりというのは部落問題も今までも取り

組んでまいりましたので、その方向で進めてまいりたいと思います。御理解賜りますよう

よろしくお願いいたします。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 わかりました。 

 この法律の中には、新たに調査をするとかいろんなことがあるんです。ですから、法律

で決まった以上、地方自治体としても何らかの枠をかぶせられるんじゃないかというふう

に私、懸念しております。今、課長さんがおっしゃっていただきましたように理念法なん

で、予算を伴う、財源を伴ったようなそんなことは国としても考えていない。これは国会

の議論の中で、過去のいろんなマイナスの面がありましたので、かなりそういう議論がや

られまして、お金を使ってやるというものはないんだと、理念法なんだということを確認

してもらっていますので、そのことをおっしゃっていただいたんだというふうに思います。 

 ある意味で了解するんですけれども、伊勢市の場合は学校の中の同和教育の問題で私は

大いにまだまだ解決していただかなければならない問題がありますので、このことも含め

て今までどおりと言われますと、ちょっと私は抵抗があります。 

 そこで、今までどおりと言っていただいたんで若干安心しましたけれども、そういう懸

念、過去には差別の定義について恣意的な解釈をして、集団で寄ってたかって糾弾すると

いうようなことがあったわけなんで、そういうことをしますと逆に部落は怖いものだとい

うようなことで市民を遠ざけてしまうし、解決を遠ざけるという意味で、私はこういった

ことはあってはならんと思うんです。こういった議論の過程で国会では附帯決議がつきま

した。これについて御説明していただける準備はありますか。 

 

◎西山則夫会長 

 人権政策課長。 
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●江崎人権政策課長 

 申しわけございません。ちょっと今まだその辺は持ち合わせておりません。また後ほど

よろしくお願いいたします。 

 

◎西山則夫会長 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 わかりました。ぜひ、このことを私、重要なものだと思いますので、庁内でも共有して

いただきたいと思います。これは私、今紹介しましたように、国会での附帯決議の中にも、

「過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、部落差別の解消を阻害していた要因を踏まえ、

これに対する対策を講ずることも併せて」云々というような項目がありますし、「教育及

び啓発を実施するに当たっては、当該教育及び啓発により新たな差別を生むことがないよ

うに留意しつつ」、要するに特定の地名をわかるような、特定の場所がわかるようなこん

なことはまかりならんということなんですよ。新たな差別を復活させるということだと思

います。 

 それから、「実態に係る調査を実施するに当たっては、当該調査により、新たな差別を

生むことがないように留意しつつ」というようなこともありますので、例えばそういう地

域の方との交流について設問の中で設けたり、こんなことはまかりならんというそういう

精神が含まれております。その辺をぜひとも庁内でも徹底していただきたいと思いますの

で、もう一遍お願いします。 

 

◎西山則夫会長 

 環境生活部長。 

 

●坂本環境生活部長 

 どうもいろいろ御意見ありがとうございます。 

 おっしゃられますように、先ほど課長が申し上げましたように、人権全てに差別があっ

てはならん、これは大小関係なく、一縷の差別であってもならんというふうに思っており

ます。委員おっしゃられますように、同和の問題も教育の部門との連携を図りながら進め

てまいりたいというふうに考えておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 集会所管理運営事業の中で、個別の話になって申しわけないんですけれども、竹ケ鼻地

区集会所につきましてお尋ねをさせていただきたいと思います。 
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 竹ケ鼻地区集会所につきましては、昨年３月の定例会で廃止をされております。その際

副市長からは、その役割を終えたものと判断して廃止をしますと。廃止後は有効活用すべ

く、地域住民の福利に寄与する方向で調整を進めているという説明がなされております。 

 また、定例会に先立ちまして、２月９日だったと思うんですが、総務政策委員協議会で

同じような報告がございました。その際にも同様の説明がなされましたんですが、当時の

課長からは、建物として利用価値があるため有効活用の道を模索していると。その中で、

地元のまちづくり協議会から事務所として利用したい旨の要望が出ているため、地域住民

の福利に寄与する方向で調整を進めているという説明がございました。その説明からもう

１年が経過してきたわけでございますが、現状はいかがなものか、説明をしてください。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 １年前そういうお話がございまして、るる検討をさせていただいたところでございます

が、公共施設のマネジメントという関係もございまして、地元にはそれを説明しながら新

しいところも考えていただいているというところでございます。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 その結果というのはまだ出ていないんですか。 

 

◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 その結果、神社地区コミュニティセンターの一部をお借りしまして、その話も地元にも

させていただいて、御了解もいただいておるところでございます。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 １年前に地区集会所が廃止をされて、そういう方向で協議が進んでおって、マネジメン

トの関係で変更になってきたと。ということは、せっかく１年前に廃止した地区集会所そ

のものがまた利用がないんですよね。活用されないんですよね。その状況をどのように思

われますか。 
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◎西山則夫会長 

 市民交流課長。 

 

●北村市民交流課長 

 当初そういうお話で進んだところでございますが、なかなか事務所として活用するとい

うところになると、修繕費もたくさんかかってくる部分がございました。こういった公共

施設のマネジメントをやっていく考えの中で、そしたらそれだけお金をかけるんかという

部分もございました。 

 神社地区コミュニティセンターにつきましては、うちの関係の考えもちょっと変更にな

ってきておるというふうな部分もございまして、あいてくるというふうなお話も聞かせて

もらいました。そういった部分でそちらのほうへの話もさせていただいたところ、まち協

さんとしても御了解をいただいたというふうなところでございます。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 了解をさせていただくんですけれども、１年前に利用価値があると言いながら今度使う

にはお金がかかるというような説明なんですよね。これからその廃止をさせていただいた

地区集会所はどのような方向で活用されていくのかどうなのか、その辺のお考えだけお示

しください。 

 

◎西山則夫会長 

 環境生活部長。 

 

●坂本環境生活部長 

 大変申しわけございません。たしか１年前の答弁の中には、竹ケ鼻集会所を今までの目

的は廃止をさせていただいて地域で使っていただくということで、その後いろいろ検討さ

せていただきました。市民交流課長が申し上げましたように、まちづくり協議会さんとも

現地を何回も立ち会いで見ていただいた中で、建物自体はまだ使用は可能ではございます

けれども中の設備等の問題もいろいろ出てまいりまして、その後、神社のまちづくり協議

会さんと協議をさせていただいた中で、別のところがあきが出てきた、コミュニティセン

ターなんですけれども、そちらのほうへ施設を統合していくと。その施設へ入っていただ

いていろんなところとの複合施設が一番いいんではないかというふうに今進めさせていた

だいております。 

 したがいまして、この集会所につきましては今後、公共施設マネジメントの計画の中で

どういうふうにしていくかというのを決めていきたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 
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◎西山則夫会長 

 他に御発言ございませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎西山則夫会長 

 他に発言もないようでありますので、項５人権政策費の審査を終わります。 

 以上で款３民生費の当分科会関係分の審査を終わります。 

 審査の途中でありますが、10分間休憩します。 

 

休憩 午後３時32分 

再開 午後３時41分 

 

◎西山則夫会長 

 休憩前に引き続き、審査を続けます。 

 次に、142ページをお開きください。 

 款10消防費の審査に入ります。 

 消防費については、目単位での審査をお願いします。 

 なお、消防費のうち当分科会の審査から除かれるのは、項１消防費、目４水防費と、目

５災害対策費のうち大事業３、防災対策事業の中事業６、災害時要援護者対策事業となり

ます。 

 それでは、項１消防費、目１常備消防費について御審査願います。 

 

【款10消防費】《項１消防費》（目１常備消防費） 

 

◎西山則夫会長 

 御発言ありませんか。 

 黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

 常備消防のことで、先般、新潟県の糸魚川市の大火がございまして大きなニュースにな

りましたけれども、同様の延焼火災を想定した火災対応訓練、こういったものを行われた

というような自治体の紹介なども目にしております。伊勢市の場合は対策は常に万全であ

るというふうには思うんですけれども、今回の糸魚川市での大規模火災の教訓、これが今

の伊勢市に生かされる、そういう視点で見た場合、何かお考えがあれば教えていただきた

いと思います。課題があればお願いします。 

 

◎西山則夫会長 

 消防課長。 
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●山本消防課長 

 委員の御質問につきましてお答えさせていただきます。 

 当消防本部におきましては、昭和41年２月消防庁告示の市町村消防計画の基準に基づき、

道路が狭隘な地域の警備計画を作成しております。その地域におきまして新しい消火栓や

新設道路ができた場合、その都度見直しを行っております。また、平成29年１月26日に糸

魚川市の大火の現場視察を行い、強風時の火災防御として飛び火の警戒について再確認し

たところでございます。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 他に発言ございませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎西山則夫会長 

 他に発言もないようでありますので、目１常備消防費の審査を終わります。 

 次に、目２非常備消防費について御審査を願います。 

 142ページから145ページでございます。 

 

（目２非常備消防費） 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、目２非常備消防費の審査を終わります。 

 次に、144ページをお開きください。 

 目３消防施設費について御審査願います。 

 

（目３消防施設費） 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、目３消防施設費の審査を終わります。 

 次に、目５災害対策費について御審査願います。 

 144ページから147ページです。 

 なお、147ページ中、中事業６、災害時要援護者対策事業を除いて御審査を願います。 

 

（目５災害対策費） 

 

◎西山則夫会長 

 福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

 ここのところで、地域防災力向上支援事業の部分で一つお伺いさせていただきます。 

 大きな災害が起こった場合、災害時の取り組みやら対応、そういうものについては現段
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階では伊勢市の災害ボランティアセンター、ああいうところも中心になって実際の災害に

向けた対策をいろいろやっております。多くのボランティアの方が一堂に会し、そして災

害ボランティアセンターの方の指示のもとに一致団結していろんな活動をやっておるとい

う状態も見せていただいていますので、非常にありがたいことだと思っております。 

 ただ、大きな災害が発生した場合にそれぞれの各避難所、そういうところでもそれぞれ

の状況なども異なると思います。今、それぞれで訓練しておる状況がそのままいくとは限

りません。そんな中で、その状況によっては活動が必要になるというふうに思っておりま

す。 

 内閣府では、地域で率先して防災活動を実践する人材の育成を目的とした防災に関する

地域防災リーダー育成事業を実施するための取り組みというのも今進めております。そう

いう中で、それぞれのところで災害対策をするにしても、やはり防災リーダーというもの

がいるかいないかできめ細やかな対策が打たれるものと思っておりますけれども、そうい

う地域防災リーダー育成、その辺について伊勢市の考えをお聞きしたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 危機管理課長。 

 

●日置危機管理課長 

 委員仰せのとおり、非常に地域力というのが現在重要というふうなことでお話が出てお

るところでございます。その中でも特に自主防災隊のリーダーというふうなことで、現在

いろいろな研修を行っているところでございます。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

 ありがとうございます。いろいろ研修いただいておるということで、非常にうれしく思

います。 

 ただ、その中で東日本大震災の中でも多くの反省があった中で、女性のリーダーという

ものがほとんどいなかったということで、女性の避難に対するきめ細やかな対策、例えば

女性の着がえ室の件とか、それから授乳室の件とか、そういう女性の災害の場所でのきめ

細やかな対策をするためには女性のリーダー等も必要ではないかと思います。そういうの

を対策の中で講演で聞いたこともございますが、それについて伊勢市の対応は今どのよう

に考えてみえるか、お願いしたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 危機管理課長。 
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●日置危機管理課長 

 先ほどおっしゃっていただきました女性視点の対応というのは非常に重要だと考えてお

ります。そこの部分につきましては、市の中でも検討会を設けて取りまとめをしたところ

でございます。今後につきましては、そのような考え方を各訓練等で進めてまいりたいと

そのように考えております。 

 そしてまた、女性リーダーが現在のところ少し少ない状況ではございますが、今後何ら

かの形で啓発し、少しでも多くの方がなっていただけるよう進めてまいりたいと、そのよ

うに考えております。 

 

◎西山則夫会長 

 他に御発言は。 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 避難対策事業のことについて少しお聞きしたいと思います。 

 避難対策事業でありますけれども、昨年の熊本地震におきまして、今までは東日本大震

災等では津波の関係でまず避難しなさいということで、徒歩の避難とかいろんな話がござ

いました。その後、熊本地震に関しましては直下型ということもありまして、津波は関係

なしに車の移動があったりとか、さまざまあったと思います。その避難したときに車中泊

をする方があったという形が報道されておりますが、このことについてすごく問題になっ

ているかというふうに思っております。御認識はどうでしょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 危機管理課長。 

 

●日置危機管理課長 

 委員仰せのとおり、熊本地震では車中泊または軒先避難というふうな形のものが大きな

教訓として出てまいりまして、こちらにつきましては今後の計画等にのせさせていただき

たいと、そのように考えております。 

 

◎西山則夫会長 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 わかりました。認識されているということなので、避難障害、要するに車とか先ほど軒

先とかさまざまありますけれども、避難所外に避難されている方についての掌握とか把握

というのはどのようにされていくのか、お聞きしたいと思います。 
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◎西山則夫会長 

 危機管理課長。 

 

●日置危機管理課長 

 車中泊をされている方につきましては、避難所の例えばグラウンドであったりとか個人

のお宅の前であったりとかいろいろなところに避難をされているというふうな状況を聞か

せていただきました。今後につきましては、地域の避難所を中心といたしまして、そちら

のほうに登録していただく、そのような形で対応させていただきまして物資等をお配りさ

せていただきたいと、そのような格好で思っております。 

 

◎西山則夫会長 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 今、課長からの話ですと、自分からみずからそこへ行かなければわからないという状況

があろうかと思います。地域コミュニティーも含めてですけれども、やっぱりしっかりと

その地域に入っていかれるように、ふだんから市民の方々に会うたりしていかないと、こ

ういったことはなかなか難しいんじゃないかなというふうに私は思っております。これか

らやっていく部分としては、その大事な部分、要するにプライベートの問題も実際ありま

すし、人に迷惑をかけてはいけないとかいろいろな考え方が、ペットがいたりとかそんな

ので避難所では受け付けてもらえない、そんなことがありますので、その辺のことも踏ま

えてお考えがあったら教えていただきたいんですけれども。 

 

◎西山則夫会長 

 危機管理課長。 

 

●日置危機管理課長 

 避難される方は、いろいろな状況の中で今後、避難生活を過ごしていただくというふう

な状況になろうかと思います。ここの部分については、先ほどお話がございましたとおり、

例えばまちづくり協議会の避難訓練であったり自治会の避難訓練でそういうふうなことを

あらかじめ認識しながら進めていく、こちらのほうが非常に重要と考えておりまして、今

後啓発を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 辻委員。 

 

○辻孝記委員 

 わかりました。よろしくお願いしたいと思いますが、なかなか実際、避難訓練等も参加

していただけるという方というのがわずかかなというふうに思っております。そういう危
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機感を持っておられる自治会等、まちづくり等の避難訓練では相当数の方々が参加されて

おられると思いますけれども、あまり関係ないなと勝手に思っている市民の方々が見える

と、その方々は参加していない方が多い部分もありますので、そういった方々に対してし

っかりと啓発をお願いしたいと思います。 

 先ほど話があった避難所に行けない人たちに対しての物資の配給とか、その辺のところ

でございますが、しっかりと把握された中で物資を届けるということを、要するに避難所

にいないと物資がもらえないんじゃないかなというふうな感覚が出てくると思いますので、

その辺のところはどのように解決されていかれるのでしょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 危機管理課長。 

 

●日置危機管理課長 

 そこの部分については、先ほどのまず啓発、こちらが一番大事だと考えております。そ

ちらのほうに行って登録をすればそういうふうな物資の支給が受けられるであったりとか、

もしくはもともとそういうふうなものを個人宅で配備していただく、自助、共助の自助の

部分でお持ちいただく、こういうふうなことをあわせて啓発してまいりたいと、そういう

ように考えております。 

 

◎西山則夫会長 

 他に発言はございませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、目５災害対策費の当分科会関係分の審査を終わります。 

 以上で、款10消防費の当分科会関係分の審査を終わります。 

 次に、180ページをお開きください。 

 款12災害復旧費の審査に入ります。 

 当分科会の所管は、項４その他公共施設・公用施設災害復旧費です。 

 

【款12災害復旧費】《項４その他公共施設・公用施設災害復旧費》 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、以上で款12災害復旧費の当分科会関係分の審査を終わ

ります。 

 次に、182ページをお開きください。 

 款13公債費の審査に入ります。 

 公債費については款一括で御審査願います。 

 

【款13公債費】 発言なし 
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◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款13公債費の審査を終わります。 

 次に、184ページをお開きください。 

 款14諸支出金の審査に入ります。 

 当分科会の所管は、項１普通財産取得費、目２建物取得費になります。 

 

【款14諸支出金】《項１普通財産取得費》（目２建物取得費） 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款14諸支出金の当分科会関係分の審査を終わります。 

 次に、186ページをお開きください。 

 款15予備費の審査に入ります。 

 予備費については款一括で御審査願います。 

 

【款15予備費】 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款15予備費の審査を終わります。 

 以上で歳出の審査を終わります。 

 続いて、歳入の審査に入ります。 

 14ページにお戻りください。 

 款１市税は項単位で審査願います。 

 それでは、款１市税、項１市民税を御審査願います。 

 

【款１市税】《項１市民税》 

 

◎西山則夫会長 

 発言はありませんか。 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 単純な疑問なんですが、教えていただきたいと思います。 

 若干固定資産税も入ってしまうんですけれども、お許しをいただきたいと思います。 

 昨年の予算と比べまして、個人市民税の所得割で7,200万円の減、それから法人市民税

の法人税割で5,200万円、計１億2,400万円の減額になっております。これ、眺めてみます

と、景気そのものは決してよい状況ではないのかなというふうに思うわけでございますが、

一方、固定資産税にありましては家屋で１億500万円、償却資産で3,400万円の増額という

ことで、１億3,900万円増額になっておるんです。このような相反する状況をどのように

分析されておるのか、どのように考えたらいいのか、その辺だけお示しいただけないでし
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ょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 課税課長。 

 

●世古口課税課長 

 鈴木委員の御質問にお答えをいたします。 

 委員の御質問につきましては、市民税につきましては個人、法人とも減額となっている

中、固定資産税については増額の部分があるということでございますけれども、市民税、

固定資産税、必ずしも連動しておるものではございません。市民税につきましてはいわゆ

る景気の動向によって左右されるものでございまして、個人所得につきましても景気の動

向あるいは労働者人口の減少等々により今後も減少傾向にございますし、法人市民税につ

きましては、これも同じく景気の動向、特に大規模法人等の景気の動向が非常に大きく影

響するものでございまして、税に関する情報でございますのでなかなか個々に申し上げる

ことは難しいんですけれども、それぞれの業種によって業績の悪化があった場合、大きく

税収が減収してしまうということでございます。 

 一方、固定資産税につきましては、土地につきましては３年に１回の評価の見直しとい

うことでございまして、土地の価格につきましても減少傾向ではございますけれどもほぼ

下げどまりの状況まで来ておりまして、また、固定資産税の中で家屋につきましては、新

築分の家屋がございますと、それに新たに税がかかってまいります。当然滅失の家屋もご

ざいますけれども、滅失家屋につきましてはもともと税額が低いということもございまし

て、新築分と滅失分を相殺いたしますと新築分の税額のほうが上回ってくるということで、

固定資産税につきましては税額が上がってくるということでございます。 

以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 他に御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、項１市民税の審査を終わります。 

 次に、項２固定資産税を御審査願います。 

 

《項２固定資産税》 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、項２固定資産税の審査を終わります。 

 次に、項３軽自動車税を御審査願います。 

 

《項３軽自動車税》 発言なし 
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◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、項３軽自動車税の審査を終わります。 

 次に、項４市たばこ税を御審査願います。 

 

《項４市たばこ税》 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、項４市たばこ税の審査を終わります。 

 次に、項５入湯税を御審査願います。 

 

《項５入湯税》 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、項５入湯税の審査を終わります。 

 次に、項６都市計画税を御審査願います。 

 

《項６都市計画税》 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、項６都市計画税の審査を終わります。 

 次に、款２地方譲与税を款一括で御審査願います。 

 14ページから17ページでございます。 

 

【款２地方譲与税】 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款２地方譲与税の審査を終わります。 

 次に、款３利子割交付金を款一括で御審査願います。 

 

【款３利子割交付金】 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款３利子割交付金の審査を終わります。 

 次に、款４配当割交付金を款一括で御審査願います。 

 

【款４配当割交付金】 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款４配当割交付金の審査を終わります。 
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 次に、款５株式等譲渡所得割交付金を款一括で御審査願います。 

 

【款５株式等譲渡所得割交付金】 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款５株式等譲渡所得割交付金の審査を終わります。 

 次に、款６地方消費税交付金を款一括で御審査願います。 

 

【款６地方消費税交付金】 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款６地方消費税交付金の審査を終わります。 

 次に、款７ゴルフ場利用税交付金を款一括で御審査願います。 

 

【款７ゴルフ場利用税交付金】 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款７ゴルフ場利用税交付金の審査を終わります。 

 次に、款８自動車取得税交付金を款一括で御審査願います。 

 

【款８自動車取得税交付金】 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款８自動車取得税交付金の審査を終わります。 

 次に、款９国有提供施設等所在市町村助成交付金を款一括で御審査願います。 

 

【款９国有提供施設等所在市町村助成交付金】 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款９国有提供施設等所在市町村助成交付金の審査を終

わります。 

 次に、款10地方特例交付金を款一括で御審査願います。 

 

【款10地方特例交付金】 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款10地方特例交付金の審査を終わります。 

 次に、款11地方交付税を款一括で御審査願います。 
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【款11地方交付税】 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款11地方交付税の審査を終わります。 

 次に、款13分担金及び負担金を御審査願います。 

 当分科会の所管は、項１負担金、目３消防費負担金です。 

 

【款13分担金及び負担金】《項１負担金》（目３消防費負担金） 

 

◎西山則夫会長 

 御発言はありませんか。 

 工村委員。 

 

○工村一三委員 

 ここで少し確認をお願いしたいと思います。 

 分担金、負担金をちょっと見てみましたら、年々落ちておるということで、中身を見て

みましたら消防費の負担金が非常に落ちておると。27、28、29にかけまして、特に27年度

から毎年落ちてきております。27年度対比9,000万ぐらい、約２割ぐらい落ちてきておる

ということで、これの要因について少しお聞かせ願いたいと思います。 

 

◎西山則夫会長 

 消防本部課長。 

 

●中上消防本部総務課長 

 工村委員の質問にお答えさせていただきます。 

 消防負担金のマイナスの部分ですけれども、平成28年度には12名の定年退職者がみえた

ところですけれども、平成29年度におきましては７名の退職者ということで、この減額分

については退職の減ということの原因で減額になっております。以上です。 

 

◎西山則夫会長 

 工村委員。 

 

○工村一三委員 

 ありがとうございます。 

 退職者の減ということで人件費というふうに解釈しておりますが、ここで少し別の見方

でちょっとお聞きしたいんです。これ、広域の消防の市町村の負担なんですけれども、新

庁舎に関しまして、実際に新庁舎ができ、非常に機械等の管理経費、ことしなんかは昨年

の600万に対して3,000万とか、庁舎の管理費なんかでも27年度2,900万に対して4,400万に

ふえておるとかいうようなことがございます。これに対する広域の町村、伊勢市以外のと
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ころの負担に関しましては、新庁舎とのかかわりはあるんでしょうか。 

 

◎西山則夫会長 

 消防本部総務課長。 

 

●中上消防本部総務課長 

 伊勢市消防本部においては玉城町、度会町が広域になっておるんですけれども、その負

担割合がありまして、その経常経費割で計算されていますので、その点で若干違うかと思

います。以上です。 

 

◎西山則夫会長 

 ほかに御発言はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款13分担金及び負担金の当分科会関係分の審査を終わ

ります。 

 次に、款14使用料及び手数料を御審査願います。 

 当分科会の所管は、項１使用料のうち目１総務使用料、20ページ、目８消防使用料及び

項２手数料のうち目１総務手数料、22ページ、目４消防手数料となります。 

 

【款14使用料及び手数料】《項１使用料》（目１総務使用料）（目８消防使用料）《項２

手数料》（目１総務手数料）（目４消防手数料） 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款14使用料及び手数料の当分科会関係分の審査を終わ

ります。 

 次に、款15国庫支出金を御審査願います。 

 当分科会の所管は、項１国庫負担金のうち目１総務費国庫負担金、24ページの項２国庫

補助金のうち目１総務費国庫補助金と目６消防費国庫補助金及び項３委託金のうち目１総

務費委託金となります。 

 

【款15国庫支出金】《項１国庫負担金》（目１総務費国庫負担金）《項２国庫補助金》

（目１総務費国庫補助金）（目６消防費国庫補助金）《項３委託金》（目１総務費委託

金） 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款15国庫支出金の当分科会関係分の審査を終わります。 

 次に、26ページをお開きください。 

 款16県支出金を御審査願います。 
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 当分科会の所管は、項１県負担金のうち目１総務費県負担金、28ページ、項２県補助金

のうち目６消防費県補助金及び項３委託金のうち目１総務費委託金となります。 

 

【款16県支出金】《項１県負担金》（目１総務費県負担金）《項２県補助金》（目６消防

費県補助金）《項３委託金》（目１総務費委託金） 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款16県支出金の当分科会関係分の審査を終わります。 

 次に、款17財産収入を款一括で御審査願います。 

 30ページから33ページです。 

 

【款17財産収入】 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款17財産収入の審査を終わります。 

 次に、款18寄附金を御審査願います。 

 当分科会の所管は、項１寄附金のうち目１一般寄附金及び目２総務費寄附金です。 

 

【款18寄附金】《項１寄附金》（目１一般寄附金）（目２総務費寄附金） 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款18寄附金の当分科会関係分の審査を終わります。 

 次に、款19繰入金を御審査願います。 

 当分科会の所管は、項１基金繰入金のうち目１財政調整基金繰入金、目２減債基金繰入

金、目３国際交流基金繰入金、目８ふるさと創生基金繰入金及び目９地域振興基金繰入金

となります。 

 

【款19繰入金】《項１基金繰入金》（目１財産調整基金繰入金）（目２減債基金繰入金）

（目３国際交流基金繰入金）（目８ふるさと創生基金繰入金）（目９地域振興基金繰入

金） 

 

◎西山則夫会長 

 御発言はありませんか。 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 ８番のふるさと創生基金繰入金と９番の地域振興基金繰入金につきましてお聞かせをい

ただきたいと思います。 

 基金条例によりますと、ふるさと創生基金につきましてはふるさと創生に要する資金に
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充当するための基金、また地域振興基金は市民連携の強化や地域振興を図るための基金と

いうことになっております。今回、ふるさと創生基金繰入金の4,566万4,000円と地域振興

基金繰入金の２億4,156万4,000円、これらにつきましてはどのような事業の財源に充当す

るのか、その辺の具体的な事業名をできればお聞かせ願いたいんですが。 

 

◎西山則夫会長 

 情報戦略局参事。 

 

●鳥堂情報戦略局参事 

 まず、ふるさと創生基金についてでございますけれども、こちらにつきましては景観形

成の推進事業というところで充当を考えさせていただいております。 

 次に、地域振興基金につきましては、地域自治推進事業、また自治区振興事業、こちら

のほうへ充当するところで予定をさせていただいております。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 ありがとうございます。 

 １点、地域振興基金なんですが、地域自治の振興事業に充てていただくということなん

ですけれども、これ平成28年度最終補正でも２億6,000万円ありまして、全額繰り入れせ

ずに戻しておるような状況なんですよ。そういうことにはならないんですか。ほかに財源

が出てくるというふうなことにはならないんですか、地域自治振興事業に対しまして。 

 

◎西山則夫会長 

 情報戦略局参事。 

 

●鳥堂情報戦略局参事 

 決算の段階におきましては、基本的にはその他一般財源で賄える場合はそちらのほうを

優先させていただいております。また、特に地域振興基金に関しましては29年度の９月末

をもって全ての償還が終了いたします。18年度、19年度で借り入れを行って造成した基金

でございますので、基本的にはこの償還が終わり次第、できれば先ほど委員のほうから御

紹介いただきました事業等の財源といたしまして活用していきたいと、そのように考えて

いるところでございますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

◎西山則夫会長 

 そのほかに御発言ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款19繰入金の当分科会関係分の審査を終わります。 

 次に、款20繰越金を款一括で御審査願います。 

 

【款20繰入金】 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款20繰越金の審査を終わります。 

 次に、款21諸収入を御審査願います。 

 32ページから41ページでございます。 

 なお、当分科会の所管は、34ページ、項１延滞金、加算金及び過料、項２市預金利子、

項５雑入のうち目１弁償金、目２議会費収入、目３総務費収入、38ページ、目11消防費収

入及び40ページ、目13雑入となります。 

 

【款21諸収入】《項１延滞金、加算金及び過料》《項２市預金利子》《項５雑入》（目１

弁償金）（目２議会費収入）（目３総務費収入）（目11消防費収入）（目13雑入） 

 

◎西山則夫会長 

 御発言はございませんか。 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 ２点お願いしたいんですけれども、37ページの徴税費収入の２番、三重県地方税管理回

収機構人件費収入596万5,000円とあるんですが、これの内容を御説明いただけないですか。 

 

◎西山則夫会長 

 収納推進課長。 

 

●藤井収納推進課長 

 鈴木委員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 管理回収機構への職員派遣につきましては、現在、徴収第１課、これは全市町が派遣さ

れているものと、あと徴収第２課、これは任意で、少額案件を平成27年度から引き受けし

ていただいているものでございます。596万5,000円につきましては、徴収第１課の職員の

人件費を一旦市町で立てかえ払いをさせていただいて、その後、回収機構から２回に分け

て振り込まれるものでございます。以上でございます。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 
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○鈴木豊司委員 

 ありがとうございます。 

 それと、41ページの13の雑入の最後なんですが、土地開発基金一部処分に伴う収入12億

3,000万とございます。これにつきましてお聞かせをいただきたいと思います。今回、議

案第30号でもって土地開発基金を30億から20億に減額しております。その差額が10億なん

ですが、こちらは予算計上されておりますのが12億3,000万と、２億3,000万多いんですけ

れども、その辺御説明いただけないですか。 

 

◎西山則夫会長 

 情報戦略局参事。 

 

●鳥堂情報戦略局参事 

 ただいまの鈴木委員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 土地開発基金につきましては、条例も今御案内いただきましたように一部改正をお願い

しておるところでございますが、表記といたしましては30億という定額を示させていただ

いております。実際のところ今、28年度末の残高見込みが32億3,200万ほどになります。

それで、その32億のところから20億に変更する上で12億3,000万の剰余が出るというとこ

ろで、その部分を今回諸収入、土地開発基金の一部処分に伴う収入ということで計上させ

ていただいた、そういったところでございます。 

 

◎西山則夫会長 

 鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

 わかりました。 

 土地開発基金なんですが、基金そのものは公用あるいは公共に要する土地の取得または

公共の利益のために取得する必要がある場合の先行取得に要する資金やというふうに思っ

ております。 

 今回、雑入で受け入れをされておるんですが、雑入とは使用制限のない一般財源という

ような感じになろうかと思うんですが、その点は特に問題がないのかどうかと思うんです。

むしろ、将来的にインフラ整備とかいろんな多額の経費が要ってきますので、それらに備

えるために、ここで使ってしまわずに何かそういう活用の方法もあるんやないかというふ

うに思うんですけれども、その点はいかがですか。 

 

◎西山則夫会長 

 情報戦略局参事。 

 

●鳥堂情報戦略局参事 

 ただいま御指摘をいただきましたように、そもそもの土地開発基金につきましては先行
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して用地を取得するものである。今の情勢といたしましては、公有地をどんどん拡大して

というところからはかなり小さくなってきておるという状況の中で減額をさせていただき

たい。その後の利活用についてということでの御指摘でございますけれども、こちらにつ

きましては、一旦12億3,000万は諸収入で収入させていただきますが、うち８億円につき

ましてはふるさと創生基金へ積みかえをさせていただきまして、基金の総額自体は少なく

とも、少し４億3,000万ほどは減額になってしまうんですけれども、用途を変えて積み増

しを行うということでの対応をさせていただきたい、そのように考えておるところでござ

います。 

 

◎西山則夫会長 

 他に御発言ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款21諸収入の当分科会関係分の審査を終わります。 

 次に、款22市債を款一括で御審査願います。 

 

【款22市債】 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、款22市債の審査を終わります。 

 以上で歳入の審査を終わります。 

 次に、１ページにお戻りください。 

 条文の審査をお願いいたします。 

 第１条歳入歳出予算を御審査願います。 

 ４ページから７ページの第１表、歳入歳出予算を御参照ください。 

 

【平成29年度伊勢市一般会計予算】《第１条 歳入歳出予算》 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、第１条、歳入歳出予算の審査を終わります。 

 次に、第２条、継続費を御審査願います。 

 ８ページの第２表、継続費を御参照ください。 

 

《第２条 継続費》 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、第２条、継続費の審査を終わります。 

 次に、第３条、債務負担行為を御審査願います。 

 ８ページから９ページの第３表、債務負担行為を御参照ください。 
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《第３条 債務負担行為》 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、第３条、債務負担行為の審査を終わります。 

 次に、第４条、地方債を御審査願います。 

 10ページの第４表、地方債を御参照ください。 

 

《第４条 地方債》 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、第４条、地方債の審査を終わります。 

 次に、第５条、一時借入金を御審査願います。 

 

《第５条 一時借入金》 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、第５条、一時借入金の審査を終わります。 

 次に、２ページをお開きください。 

 第６条、歳出予算の流用を御審査願います。 

 

《第６条 歳出予算の流用》 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、第６条、歳出予算の流用の審査を終わります。 

 以上で、条文の審査を終わります。 

 次に、議案第１号中当分科会関係分の審査が終わりましたので、自由討議を行いますが、

御発言はありますか。 

 

【平成29年度伊勢市一般会計予算の自由討議】 発言なし 

 

◎西山則夫会長 

 発言もないようでありますので、自由討議を終わります。 

 暫時ちょっと休憩をさせてください。 

 

休憩 午後４時21分 

再開 午後４時22分 

 

◎西山則夫会長 

 休憩を解き、会議を再開いたします。 
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 以上で、本分科会に振り分けられました案件の審査は終わりました。 

 委員の皆様におかれましては、円滑な御審査に御協力いただきましてありがとうござい

ました。 

 お諮りいたします。 

 会長報告文の作成につきましては、正副会長に御一任願いたいと思いますが、よろしい

ですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎西山則夫会長 

 御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 それでは、これをもって予算特別委員会の総務政策分科会を閉会いたします。ありがと

うございました。 

 

閉会 午後４時23分 

 

 上記署名する。 
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